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第１章 データヘルス計画の中間評価に当たって 

１ 計画の趣旨・目的・・・・・・・・・・・・・・・ 

蕨市国民健康保険では、平成３０年３月に平成３０年度から令和５年度までの６年間を

計画期間とする「蕨市国民健康保険 第１期データヘルス計画（以下、「本計画」という。）」

を策定しました。 

本計画では、蕨市国保被保険者が「特定健康診査（以下、「特定健診」という。）を受診」

して自分の「健康状態を把握」し、必要に応じて「生活習慣の改善や医療機関の受診等」

を行うことで「生活習慣病の発症予防や重症化の抑制」をすることを通じ、「医療費の適正

化」と「健康寿命1の延伸」を図ることを目的としています。 

 

〈本計画の目的〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 中間評価の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・ 

 実施する事業については、達成状況の確認と計画の見直しを中間年度（令和２年度）お

よび最終年度（令和５年度）にすることとしています。 

今年度は中間評価の年度となることから、国保データベース（ＫＤＢ）システム2から入

手できるデータ及び法定報告のデータを用いて経年比較や埼玉県の平均値との比較などの

分析を行うとともに、保険者努力支援制度3の活用状況や評価項目の傾向、医療機関との連

                                                   

 
1 「健康寿命」とは、単なる生存ではなく、生活の質を考慮し、「あと何年、自立して生きられるか」

を示した期間のことです。 
2 「国保データベース（KDB）システム」とは、国民健康保険団体連合会が各種業務を通じて管理す

る給付情報（健診・医療・介護）等から，「統計情報」を保険者向けに情報提供するシステムのこと

です。 
3 保険者努力支援制度とは，予防・健康づくりや保険料の収納率向上など、保険者の取組や成果を点

数付けし、国からの交付金を配分する仕組みとして、平成 30 年度から本格実施された制度です。（P

１１３「第９章 ４ 保険者努力支援制度」参照） 

医療費の適正化 
生
活
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慣
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携状況などを考慮して、達成状況の確認と計画の見直しを行います4。 

 

３ 中間評価の実施方法・実施体制・・・・・・・・・・ 

事業の評価は、個別保健事業を PDCA サイクルに沿ってストラクチャー評価（事業構成・

実施体制の評価）、プロセス評価（事業実施過程の評価）、アウトプット評価（事業実施量の

評価）、アウトカム評価（成果の評価）の４つの観点から行います。 

また、実施体制としては、医療保険課が主体となり、保健事業の関係部署である保健セン

ター、介護保険室などの関係各課及び蕨市国民健康保険運営協議会、蕨戸田市医師会、埼玉

県国保医療課、埼玉県国民健康保険団体連合会など、関係機関と情報共有や連携を図りなが

ら実施します。 

 

〈本計画のＰＤＣＡサイクル〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
4 本計画策定時は、評価に当たって「実施に係る予算や設備の状況などの費用対効果の観点も考慮し

て行う」としていましたが、短期間では分析が難しいことから、「経年比較や埼玉県の平均値などの分

析」を中心に達成状況の確認と計画の見直しを行いました。 

 評価（Ｃｈｅｃｋ）  改善（Ａｃｔｉｏｎ） 
 

 
計画（Ｐｌａｎ） 

 
 実施（Ｄｏ） 
 

計画に定める指標に沿って 
事業評価 

実施事業ごとに次サイクルに
向けて改善、修正 

その他 
各事業データ 

特定健診 
結果データ 

各
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デ
ー
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突
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現
状
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４ 計画の目標・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本計画では、４つの重大課題に対応した保健事業を設定し、事業ごとに指標と目標を定

めてきました。 

 

〈４つの重点課題〉             〈重点的に実施する保健事業〉 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

〈指標と目標〉 

保健事業 指 標 

短期目標 
（３年） 

令和２年度末までに

達成 

長期目標 

（６年） 

令和 5 度末までに 

達成 

〈
１
〉 

特定健診 
受診率向上対策 

特定健診受診率 51.0％以上 
60.0％以上 

（国指標） 

特定健診３年間未受診率 50.0％以下 47.0％以下 

特定健診３年間継続受診率 28.0％以上 30.0％以上 

８月までの特定健診受診率 35.0％以上 40.0％以上 

診療情報の提供率 8.0％以上 10.0％以上 

〈
２
〉 

特定保健指導 
実施率向上対策 

特定保健指導実施率 30.0％以上 
60.0％以上 

（国指標） 

特定保健指導出現率 12.0％以下 10.0％以下 

〈
３
〉 

糖尿病性腎症 

重症化予防対策 

糖尿病未治療者の 

治療の開始率（※） 
30.0％以上 40.0％以上 

〈
４
〉 

医療費適正化 
対策 

ジェネリック医薬品の 

数量シェア 

80.0％以上 

（国指標） 

80.0％以上 

（国指標） 

重複服薬の通知を送付した

者の翌年の減少率（※） 
30.0％以上 40.0％以上 

一人当たり医療費 270,000 円以下 260,000 円以下 

  （※）本計画策定時には「平成２９年度の評価をもとに検討」としていた指標。

（３）人工透析患者が多い 

（４）生活習慣病関連の医療費が高い 

（１）特定健診受診率向上の鈍化 

（２）特定保健指導実施率の低迷 

〈１〉特定健診受診率向上対策 

〈２〉特定保健指導実施率向上対策 

〈３〉糖尿病性腎症重症化予防対策 

〈４〉医療費適正化対策 
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第２章 蕨市の概況 
 

１ 位置・地勢・気象・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 計画策定時 中間評価時 

位置 

・東京から約２０ｋｍ圏内に位置 

・鉄道は蕨駅や西川口駅、戸田駅や北戸田駅といった複数の駅が利用可能 

・自動車は国道１７号線や東京外環自動車道に容易にアクセス可能 

⇒鉄道交通、道路交通とも非常に利便性の高い地域 

地勢 
・市域面積は５.１１ｋ㎡で、市としては日本一小さい 

・海抜は最高５.５ｍ～最低３.２ｍでほとんど起伏が無い平坦な地形 

気象 
最高３８．１℃、最低－３.７℃、 

平均１６.４℃（平成２６年度） 

最高３７.９℃、最低－２.７℃、 

平均１６.１℃（平成２９年度） 

（出典）統計わらび 平成２８年度版 平成３０年度版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～日本一小さい市蕨～ 

生活するうえで負担と 

なるような地理的条件・ 

特色は特にない 

・位置・地勢・気象は、計画策定時と変わらず、生活する上で負担となるよう

な地理的条件・特色は特にありません。 
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8,008人 7,883人 7,881人 7,983人 8,057人 8,152人 8,101人 8,120人

23,788人 23,472人 23,451人 23,777人 23,819人 24,249人 24,492人 24,617人

24,809人 24,742人 24,614人 24,647人 24,822人 25,024人 25,271人 25,443人

8,257人 8,535人 8,846人 8,926人 8,788人 8,724人 8,487人 8,390人

7,304人 7,505人 7,682人 7,971人 8,314人 8,544人 8,903人 9,084人

21.6%
22.2%

22.8% 23.1% 23.2% 23.1% 23.1% 23.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

70,000人

80,000人

90,000人

100,000人

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

１５歳未満 １５歳～４０歳未満 ４０歳～６５歳未満

６５歳～７５歳未満 ７５歳以上 高齢化率

74,693人 75,654人
73,304人72,474人72,137人72,166人

２ 人口の推移と構成・・・・・・・・・・・・・・ 
 
・総人口は、計画策定時と同様に微増傾向（３年間で１,８５４人増加）となっ 

ています。 

・高齢化率5は、計画策定時は微増傾向でしたが近年は横ばいとなっています。 

 
 

図表１ 人口の推移 

 

 計画策定時 

（平成２９年） 

中間評価時 

（令和２年） 
比較 

総人口 ７３,８００人 ７５,６５４人 １,８５４人増加 

１５歳未満 ８,０５７人 ８,１２０人 ６３人増加 

１５歳～４０歳未満 ２３,８１９人 ２４,６１７人 ７９８人増加 

４０歳～６５歳未満 ２４,８２２人 ２５,４４３人 ６２１人増加 

６５歳～７５歳未満 ８,７８８人 ８,３９０人 ３９８人減少 

７５歳以上 ８,３１４人 ９,０８４人 ７７０人増加 

高齢化率 ２３．２％ ２３．１％ ０．１％減少 

  

 

 

  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

（出典）蕨市 住民基本台帳人口（各年４月１日現在） 

                                                   

 
5 ６５歳以上の人口が総人口に占める割合を「高齢化率」といいます。 

人口は近年微増傾向 

高齢化率は横ばい 

 

73,800 人 75,254 人 
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★悪性

新生物

★心疾患

肺炎老衰

★脳血管

疾患

不慮の事故

★腎不全

★大動脈瘤

及び解離

その他

７５歳以上

★悪性

新生物

★心疾患★脳血管

疾患

肺炎

★肝疾患

自殺

不慮の事故

★大動脈瘤

及び解離

その他

４０歳から７４歳

３ 死亡の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）死因別死亡割合 

 

・４０歳から７４歳の死因別死亡割合見ると、計画策定時と変わらず第１位は 

悪性新生物、第２位は心疾患6、第３位は脳血管疾患と生活習慣病に関連する 

疾患となっています。 

・埼玉県や近隣市と比較すると、同様の傾向となっています。 

 

図表２ ４０歳以上の死因別死亡割合 

 

 蕨市 

計画策定時（平成２３年～２７年） 中間評価時（平成２６年～３０年） 

４０歳から７４歳 ７５歳以上 ４０歳から７４歳 ７５歳以上 

第１位 ★悪性新生物 41.1％ ★悪性新生物 23.6％ ★悪性新生物 41.3％ ★悪性新生物 23.4％ 

第２位 ★心疾患 14.9％ ★心疾患 15.8％ ★心疾患 12.0％ ★心疾患 14.5％ 

第３位 ★脳血管疾患 8.8％ 肺炎 12.6％ ★脳血管疾患 8.7％ 肺炎 11.6％ 

第４位 自殺 4.7％ ★脳血管疾患 10.8％ 肺炎 3.9％ 老衰 10.1％ 

第５位 不慮の事故 3.3％ 老衰 7.5％ ★肝疾患 3.2％ ★脳血管疾患 9.0％ 

第６位 肺炎 3.2％ ★腎不全 2.8％ 自殺 3.0％ 不慮の事故 2.1％ 

第７位 ★肝疾患 2.7％ 不慮の事故 2.4％ 不慮の事故 2.3％ ★腎不全 2.0％ 

第８位 
★大動脈瘤

及び解離 
1.4％ 敗血症 1.3％ 

★大動脈瘤

及び解離 
1.4％ 

★大動脈瘤

及び解離 
1.7％ 

その他 その他 19.8％ その他 23.2％ その他 24.1％ その他 25.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
6 心疾患は高血圧性を除きます。 

生活習慣病に関連する 

疾患が大部分を占める 

41.3％ 
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 埼玉県 戸田市 

中間評価時（平成２６年～３０年） 

４０歳から７４歳 ７５歳以上 ４０歳から７４歳 ７５歳以上 

第１位 ★悪性新生物 44.8％ ★悪性新生物 23.6％ ★悪性新生物 44.3％ ★悪性新生物 26.3％ 

第２位 ★心疾患 13.4％ ★心疾患 17.5％ ★心疾患 11.5％ ★心疾患 14.9％ 

第３位 ★脳血管疾患 7.2％ 肺炎 11.9％ ★脳血管疾患 8.2％ 肺炎 11.6％ 

第４位 肺炎 4.0％ ★脳血管疾患 8.3％ 肺炎 4.7％ ★脳血管疾患 9.4％ 

第５位 自殺 3.8％ 老衰 7.9％ ★肝疾患 2.8％ 老衰 6.4％ 

第６位 不慮の事故 2.4％ ★腎不全 2.2％ 不慮の事故 2.4％ 不慮の事故 2.2％ 

第７位 ★肝疾患 2.2％ 不慮の事故 2.1％ 自殺 2.4％ ★腎不全 1.5％ 

第８位 
★大動脈瘤

及び解離 
1.5％ 

慢性閉塞性

肺疾患 
1.5％ 

★大動脈瘤

及び解離 
1.7％ 

★大動脈瘤

及び解離 
1.4％ 

その他 その他 20.8％ その他 25.0％ その他 21.9％ その他 26.3％ 

 

 川口市 さいたま市 

中間評価時（平成２６年～３０年） 

４０歳から７４歳 ７５歳以上 ４０歳から７４歳 ７５歳以上 

第１位 ★悪性新生物 44.3％ ★悪性新生物 25.1％ ★悪性新生物 44.3％ ★悪性新生物 23.1％ 

第２位 ★心疾患 13.7％ ★心疾患 17.4％ ★心疾患 12.8％ ★心疾患 16.0％ 

第３位 ★脳血管疾患 7.1％ 肺炎 9.9％ ★脳血管疾患 7.5％ 肺炎 11.1％ 

第４位 肺炎 3.9％ ★脳血管疾患 8.0％ 自殺 4.0％ 老衰 9.5％ 

第５位 自殺 3.7％ 老衰 7.8％ 肺炎 3.9％ ★脳血管疾患 8.1％ 

第６位 不慮の事故 2.5％ ★腎不全 2.1％ ★肝疾患 2.4％ 不慮の事故 2.3％ 

第７位 ★肝疾患 2.0％ 不慮の事故 2.0％ 不慮の事故 2.3％ ★腎不全 2.2％ 

第８位 
★大動脈瘤

及び解離 
1.6％ 

慢性閉塞性

肺疾患 
1.4％ 

★大動脈瘤

及び解離 
1.3％ 

アルツハイ

マー病 
1.3％ 

その他 その他 21.3％ その他 26.2％ その他 21.6％ その他 26.4％ 

  （出典）埼玉県衛生研究所 地域の現状と健康指標（平成２８年度版、令和元年度版） 

 

※生活習慣病に関連する疾患を「★」で表しています。 
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（２）主要死因別標準化死亡比（ＳＭＲ）7 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３ 標準化死亡比（ＳＭＲ） 

 

男性 

 悪性新

生物 

心疾患 
（高血圧性

を除く） 

脳血管 

疾患 
肺炎 肝疾患 腎不全 

計画策定時

（H20-H24） 

蕨市 111.7 110.9 110.3 100 78.4 125.8 

埼玉県 98.6 112 102.7 107.5 86.6 101.1 

中間評価時 

（H25-H29） 

蕨市 108.4 106.5 109.8 121.9 105.0 100.2 

埼玉県 98.2 110.0 96.9 116.5 83.7 101.4 

 

 

 

女性 

 悪性新

生物 

心疾患 
（高血圧性

を除く） 

脳血管 

疾患 
肺炎 肝疾患 腎不全 

計画策定時

（H20-H24） 

蕨市 98.5 102.1 92.4 106.3 81.5 109.4 

埼玉県 101.5 115.7 107.1 116.9 116.4 105.6 

中間評価時 

（H25-H29） 

蕨市 99.6 107.0 132.3 121.0 122.5 111.4 

埼玉県 100.7 114.0 100.7 125.4 114.4 103.2 

 

（出典）人口動態保健所・市区町村別統計「標準化死亡比、主要死因・性・都道府県・

保健所・市区町村別 第５表」（平成２０年～２４年）（平成２５年～２９年） 

                                                   

 
7 地域別に死亡数を人口で除した死亡率を比較すると、各地域の年齢構成に差があるため、高齢者の

多い地域では高くなり、若年者の多い地域では低くなる傾向があります。このような年齢構成の異な

る地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整し、そろえた死亡率を「標準化死亡比

（Standardized Mortality Ratio：ＳＭＲ）」といいます。 

・国を「１００」として指数化する標準化死亡比（SMR）を見ると、灰色に

塗られている部分が国よりも高くなっており、四角で囲っているもの（男性

は「肺炎」「肝疾患」、女性は「脳血管疾患」「肝疾患」「腎不全」）が埼玉県

よりも高く、計画策定時と比べて増加しています。 

・計画策定時は男女ともに腎不全の率が高くなっていましたが、中間評価時で

は男性は埼玉県と同程度まで減少しています。 

 

国や埼玉県と比べて高く、計画策定時より増加 



第２章 蕨市の概況 

 

9 

 

83.86歳

89.16歳

82.40歳

85.83歳

76歳 78歳 80歳 82歳 84歳 86歳 88歳 90歳

男性

女性

平均寿命

健康寿命

４ 平均寿命と健康寿命8・・・・・・・・・・・・・・ 

 

・蕨市の平均寿命と健康寿命は、計画策定時より男女ともに長くなっています。 

・蕨市の要介護期間は、計画策定時より男女ともに短くなっています。 

・６５歳健康寿命は、男性は県内下位、女性は県内上位となっています。 

 

図表４ 平均寿命と健康寿命9 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

（出典）埼玉県 健康寿命算出ソフト 健寿君 平成２７年 平成 30 年 

 

図表 5 ６５歳健康寿命の県との比較 

 

※順位は６３市町村中となっており、順位が高いほど６５歳健康寿命が長いことを表しています。             

（出典）埼玉県の健康寿命（男性 女性 市町村別） 

                                                   

 
8 「健康寿命」とは、単なる生存ではなく、生活の質を考慮し、「あと何年、自立して生きられるか」

を示した期間のことです。埼玉県では「６５歳健康寿命」を、６５歳に達した県民が健康で自立した

生活を送ることができる期間として定義し、具体的な算定の方法として介護保険制度の「要介護２以

上」になるまでの期間を算定しています。 
9 図表４では、６５歳平均余命や６５歳健康寿命に６５年加算して記載しています。 

  平均寿命 健康寿命 要介護期間 

平成２７年 
男性 

83.36 歳 81.86 歳 1.50 年 

平成３０年 83.86 歳 82.40 歳 1.46 年 

平成２７年 
女性 

88.63 歳 85.15 歳 3.48 年 

平成３０年 89.16 歳 85.83 歳 3.33 年 

 男性 女性 

蕨市 埼玉県 順位 蕨市 埼玉県 順位 

平成２７年 16.86 年 17.19 年 50 位 20.15 年 20.05 年 25 位 

平成２８年 17.06 年 17.40 年 51 位 20.29 年 20.24 年 30 位 

平成２９年 17.22 年 17.57 年 49 位 20.65 年 20.36 年 13 位 

平成３０年 17.40 年 17.64 年 47 位 20.83 年 20.46 年 13 位 

要介護期間 3.33 年  

要介護期間 1.46 年  

平均寿命・健康 

寿命の延伸！ 

要介護期間 

の短縮！ 
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５ 介護保険の状況・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）介護度別要支援・要介護認定者数 

 

 

 

 

 

 

 

図表６ 介護度別要支援・要介護認定者数の推移 

 

 
（出典）介護保険事業状況報告（各年 9 月３０日現在） 

 

 

 

242 263 306 377 456 462 467 442
180 225

241
249

266 301 327 363
526

583
631

724
729 742

819 848
443

436

461

452
452

460
448

517

347

362

355

341
358

379
378

376

318

326

336

356
333

329
356

319

314

298

293

296
280

285
267

257

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

ダ

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

2,493 人 

2,623 人 

要支援・要介護認定者数は 

増加傾向 

2,874 人 
2,958 人 

3,062 人 
3,122 人 

2,795 人 

・要支援・要介護認定者数は、令和２年９月３０日現在で３,１２２人となって

おり、増加傾向にあります。 

・介護度別に要支援・要介護認定者数の内訳を見ると、要介護１、要介護２、

要支援１の順に多く、要介護１、要介護２、要支援２は増加傾向となってい

ます。 

2,370 人 
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58.7%

51.6%

36.4%

24.0%

23.0%

58.2%

49.9%

35.6%

24.1%

22.7%

57.8%

48.1%

36.3%

22.6%

23.8%

0% 20% 40% 60%

心臓病

筋・骨格

疾患

精神

脳疾患

糖尿病

ダミー
蕨市国保

埼玉県

国

（２）要支援・要介護認定者の有病状況 

 

 

 

 

 

図表７ 要支援・要介護認定者の有病率 

 

（平成２８年度）               （令和元年度） 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（各年度累計） 

 

 

58.0%

50.3%

35.2%

25.5%

22.1%

58.2%

49.0%

34.9%

25.7%

22.3%

57.0%

48.6%

36.3%

24.2%

23.4%

0% 20% 40% 60%

心臓病

筋・骨格

疾患

精神

脳疾患

糖尿病

ダミー
蕨市国保

埼玉県

国

要支援・要介護認定者のうち、 

心臓病の有病率が最も高い 

・蕨市の要支援・要介護認定者の有病状況を見ると、計画策定時と同様に有病

率が最も多いのは「心臓病」で５７.８％と半数を超えています。 

・「糖尿病」は、埼玉県や国よりも有病率が高くなっています。 

埼玉県と国と比較

すると、糖尿病の有

病率が高い 
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（３）一件当たり介護給付費 

 

 

 

 

 

 

 

図表８ 一件当たり介護給付費の推移 

 

 

（出典）KDB システム 地域の全体像の把握（各年度累計） 

 

図表９ １人当たりの医療費（４０歳以上・医科） 

                                （単位：円） 

 蕨市 同規模 埼玉県 国 

H28 R1 R１ R1 R1 

介護認定あり 7,434 7,611 8,282 8,320 8,189 

介護認定なし 3,439 3,567 3,885 3,636 3,888 

（出典）KDB システム 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（各年度累計） 

 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

蕨市国保 59,312 58,425 56,082 56,095 57,019 57,010 56,374

埼玉県 59,257 58,673 57,283 56,846 58,791 59,695 59,738

国 60,506 59,902 58,456 58,284 60,833 61,384 61,336

53,000円

54,000円

55,000円

56,000円

57,000円

58,000円

59,000円

60,000円

61,000円

62,000円

一件当たり介護給付費は低い 

・一件当たり介護給付費は、令和元年度は５６,３７４円となっており、埼玉県

や国と比較すると低くなっています。 

・介護認定の有無で医療費を比較すると、「介護認定あり」の医療費は７,６１

１円で、「認定なし」の３,５６７円より４,０４４円高くなっています。 



第３章 蕨市国保の概況 

 

13 

 

20,750人
19,957人 19,409人 18,803人 18,533人

6,446人 6,201人 6,056人 5,775人 5,597人

0人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

被保険者総数 （再掲）前期高齢者

第３章 蕨市国保の概況 

１ 被保険者数の推移と構成割合・・・・・・・・・・・ 

（１）被保険者数と前期高齢者の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

図表１０ 被保険者数の推移 

 

 

 

 

  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）蕨市 国民健康保険事業月報（各年３月末現在） 

 

 

 

 

 

・令和２年３月末現在の被保険者数は１８,５３３人、前期高齢者（６５歳から

７４歳）の割合は３０．２％となっており、計画策定時と比べるといずれも

減少しています。 

蕨市国保の被保険者数、 

前期高齢者は減少傾向 
 

30.2％ 
31.1％ 31.1％ 31.2％ 30.7％ 



第３章 蕨市国保の概況 

 

14 

 

（２）前期高齢者の割合と外国人の被保険者数の関係 

〈１〉近隣市との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１１ 前期高齢者の割合と外国人の被保険者数の近隣市との比較 

 

 

 

 

 
前期高齢

者の割合 
順位 国保被保険者数 

外国人の 

国保被保険者数 
外国人比率 順位 

蕨市 30.7％ 62 位 18,533 人 4,261 人 23.0％ 1 位 

戸田市 28.3％ 63 位 26,227 人 3,452 人 13.2％ 3 位 

川口市 33.3％ 61 位 133,414 人 18,722 人 14.0％ 2 位 

さいたま市 41.6％ 52 位 235,866 人 10,457 人 4.4％ 15 位 

埼玉県 42.5％ ― 1,573,744 人 77,626 人 4.9％ ― 

（出典）前期高齢者の割合：国民健康保険事業状況（平成３０年度） 

外国人比率：令和２年度 国民健康保険の現況（令和２年３月末現在） 

 

※順位は６３市町村中となっており、順位が高いほど前期高齢者の割合や外国人比率が高いこと

を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

外国人比率が高いと高齢化率が 

低くなる傾向がある 

・前期高齢者の割合を見ると、６３市町村中６２位と県内で２番目に低くなっ

ており、若年層の比率が高いことが分かります。 

・国保被保険者に占める外国人比率を見ると、６３市町村中１位となっており、

外国人比率が高いことが分かります。 

・近隣市と比較すると、戸田市、川口市も蕨市と同様の傾向となっています。 
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〈２〉外国人の年齢階層別被保険者数 
 

・年齢階層別に外国人の被保険者数を見ると、２０代が最も多くなっています。 

・前期高齢者の割合を見ると、１.３％（４,261 人中 54 人）となっており、 

被保険者全体の前期高齢者の割合と比べて低くなっています。 

・このことから、蕨市の前期高齢者の割合が低い理由は、若年層の外国人比率 

が高いことが要因であることが分かります。 
 

 

図表１２ 年齢階層別外国人被保険者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（出典）令和２年度 国民健康保険の現況（令和２年３月末現在） 

※年齢は令和２年４月１日現在 

0        500       1,000 1,000       500        0 

94人

112人

60人

64人

467人

454人

326人

221人

154人

116人

83人

73人

23人

17人

8人

104人

100人

51人

56人

345人

379人

289人

197人

128人

99人

90人

84人

38人

17人

12人

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～75歳

男性 女性

外国人は２０代が多く、 

前期高齢者の割合は 

1.3％と低い 

 



第３章 蕨市国保の概況 

 

16 

 

（３）年齢階層別被保険者数 

 
 

 

 

図表１３ 年齢階層別被保険者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）蕨市 国民健康保険事業月報（各年３月末現在） 

※年齢は各年４月１日現在 

・年齢階層別の被保険者数を計画策定時と比べると、「２０歳から２４歳」「５

５歳から５９歳」「７０歳から７５歳」が増加しています。他の年代は減少

していますが、特に「６０歳から６９歳」は減少数が最も多くなっています。 

年齢階層別に被保険者数を見ると

「★」は増加、「☆」は減少 

264人

245人

202人

293人

818人

746人

616人

626人

564人

653人

628人

567人

599人

1,138人

1,475人
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747人
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565人

745人

1,580人

1,356人
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238人
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297人

653人
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441人

528人

535人
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1,256人

1,763人

282人

247人

218人
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509人

832人

1,716人

1,592人

0～4歳
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15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳
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65～69歳
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H29（男性） R2（男性） H29（女性） R2（女性）
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（４）人口に占める被保険者数 

 

 

 

 

 

 

図表１４ 人口に占める被保険者数 

 

 

（出典）蕨市 国民健康保険事業月報（各年３月末現在） 

蕨市 年齢別人口統計（各年４月１日現在） 

 

 

 
年齢階層

別人口 
人口 増減 国保被保険者 増減 

70～74 歳 
H29 3,776 人 

593 人 
2,948 人 78.1％ 

▲4.0％ 
R2 4,369 人 3,238 人 74.1％ 

60～69 歳 
H29 9,005 人 

▲987 人 
4,873 人 54.1％ 

▲8.1％ 
R2 8,018 人 3,691 人 46.0％ 

50～59 歳 
H29 9,283 人 

855 人 
2,237 人 24.1％ 

▲1.8％ 
R2 10,138 人 2,263 人 22.3％ 

40～49 歳 
H29 11,546 人 

▲238 人 
2,537 人 22.0％ 

▲2.7％ 
R2 11,308 人 2,186 人 19.3％ 

30～39 歳 
H29 10,736 人 

160 人 
2,465 人 23.0％ 

▲1.8％ 
R2 10,896 人 2,304 人 21.2％ 

20～29 歳 
H29 10,153 人 

721 人 
2,809 人 27.7％ 

▲1.2％ 
R2 10,874 人 2,879 人 26.5％ 

10～19 歳 
H29 5,430 人 

▲5 人 
1,020 人 18.8％ 

▲0.4％ 
R2 5,425 人 998 人 18.4％ 

0～9 歳 
H29 5,557 人 

▲15 人 
1,068 人 19.2％ 

▲1.6％ 
R2 5,542 人 974 人 17.6％ 

全体 
Ｈ29 65,486 人 

1,084 人 
19,957 人 30.5％ 

▲2.7％ 
Ｒ2 66,570 人 18,533 人 27.8％ 

・人口に占める蕨市国保被保険者の人数を１０歳刻みで計画策定時と比べる

と、どの年代も国保被保険者の割合は減少しています。 

・計画策定時は、６０歳以上の半数が国保加入者でしたが、中間評価時の６０

歳代を見ると国保加入者の割合が８．１％減少し、半数以下となっています。 

人口に占める 
国保加入者の割合が減少 



第３章 蕨市国保の概況 

 

18 

 

（５）被保険者増減内訳 

 

 

 

 

 

 

図表１５ 被保険者増減内訳 

 

（平成２８年度） 

増加 
転入 

2,684 人 

社会保険

から離脱 

1,963 人 

生活保護

廃止 

66 人 

出生 

117 人 

後期離脱 

0 人 

その他 

143 人 

計 

4,973 人 

減少 
転出 

1,901 人 

社会保険

に加入10 

2,607 人 

生活保護

開始 

101 人 

死亡 

119 人 

後期加入 

651 人 

その他 

387 人 

計 

5,766 人 

増減 783 人 △644 人 △35 人 △2 人 △651 人 △244 人 △793 人 

 

（令和元年度） 

増加 
転入 

2,679 人 

社会保険

から離脱 

2,217 人 

生活保護

廃止 

40 人 

出生 

94 人 

後期離脱 

１人 
その他 

177 人 

計 

5,208 人 

減少 
転出 

1,896 人 

社会保険

に加入 

2,318 人 

生活保護

開始 

86 人 

死亡 

126 人 

後期加入
11 

553 人 

その他 

499 人 

計 

5,478 人 

増減 783 人 △101 人 △46 人 △32 人 △552 人 △322 人 △270 人 

（出典）蕨市 国民健康保険事業年報 

 

 

                                                   

 
10 平成２８年度は、１０月から社会保険の適用が拡大した影響により、社会保険に加入している人が

多くなっています。 
11 75 歳以上及び一定の障害がある 65 歳以上が加入する医療制度のことを後期高齢者医療制度と言

います。国民健康保険に加入していた人も 75 歳に到達すると自動的に後期高齢者医療制度に移行し

ます。 

・人口が微増傾向にある中、国保加入率が減少する要因を被保険者の増減内訳

で見ると、後期高齢者医療制度への移行と社会保険への加入が減少要因とな

っていること分かります。 

・計画策定時と変わらず、転出者よりも転入者が多くなっています。 

後期高齢者医療制 

度への加入が多い 

社会保険への 

加入が多い 
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19.3億円 18.1億円
20.1億円 19.6億円 19.2億円 18.3億円 19.7億円 18.6億円

19.8億円
20.3億円

21.2億円 21.8億円 21.3億円
20.8億円

20.4億円
20.0億円

4.3億円 4.4億円

4.4億円 4.4億円
4.3億円

4.2億円
4.1億円

3.9億円

8.9億円 9.5億円

9.5億円 10.2億円
9.9億円

9.7億円 9.2億円
8.9億円

0億円

10億円

20億円

30億円

40億円

50億円

60億円

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

調剤

歯科

入院外

入院

２ 医療費の状況・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）総医療費 

 

 

 

 

 

 

図表１６ 総医療費の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国民健康保険事業状況（令和元年度は速報値） 

 

 

 

・令和元年度の蕨市国保の総医療費は約５１億４千万円で、被保険者数の減少

に伴い年々減少しています。 

・計画策定時の平成２８年度と比較すると、入院が約６千万円、入院外が約１

億３千万円、歯科が約４千万円、調剤が約１億円の減少となっています。 

52.3 億円 
52.3 億円 

55.2 億円 56.0 億円 
54.7 億円 

53.0 億円 
51.4 億円 

総医療費は減少！ 

53.4 億円 
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272,115円 271,411円
284,413円 288,849円 284,493円 283,233円 288,707円 285,101円

287,665円
296,689円

305,090円
320,652円 324,619円

333,646円 337,864円
345,597円

0円

100,000円

200,000円

300,000円

400,000円

500,000円

全体(蕨市国保) 全体(埼玉県市町村国保)

（２）一人当たり医療費12  

〈１〉被保険者全体の一人当たり医療費 

 

 

 

 

 

 

図表１７ 被保険者全体の一人当たり医療費の県内市町村平均との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）内は６３市町村中の順位 

（出典）国民健康保険事業状況（令和元年度は速報値） 

                                                   

 
12 ここでの医療費は療養諸費費用額を指し、①療養給付費（診療費、調剤、入院時食事療養費・生活

療養費、訪問看護療養費）、②療養費（診療費、補装具、柔道整復師、あんま・マッサージ、はり・き

ゅう等）、③移送費の総称とし、被保険者が払う一部負担金を含み、国保における「総医療費」を意味

します。 

全体の医療費は県内で最も低い！ 

 

（7 位） （2 位） 
（6 位） （2 位） （2 位） 

（1 位） （2 位） （1 位） 

・令和元年度の蕨市国保全体の一人当たり医療費は年間２８万５,１０１円で、

平成２８年度に比べ６０８円増加していますが、埼玉県市町村国保の平均と

比較すると６万４９６円少なく、県内の市町村では最も低くなっています。 
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〈２〉被保険者全体の一人当たり医療費が低い理由の考察 

①前期高齢者の割合と被保険者全体の一人当たり医療費 

 

 

 

 

 

 

図表１８ 前期高齢者の割合と被保険者全体の一人当たり医療費 

 

 
前期高齢

者の割合 
順位 

被保険者全体の一

人当たり医療費 
順位 

蕨市 30.7％ 62 位 288,707 円 2 位 

戸田市 28.3％ 63 位 288,283 円 1 位 

川口市 33.3％ 61 位 302,181 円 3 位 

さいたま市 41.6％ 52 位 340,201 円 24 位 

埼玉県 42.5％ ― 337,864 円 ― 

（出典）前期高齢者の割合：国民健康保険事業状況（平成３０年度） 

被保険者全体の一人当たり医療費：国民健康保険事業状況（平成３０年度） 

 

※順位は６３市町村中となっており、順位が高いほど前期高齢者の割合が高く、被保険者全体の

一人当たり医療費が低いことを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前期高齢者の割合と被保険者全体の一人当たり医療費の相関を見ると、前期

高齢者の割合が低い場合、被保険者全体の一人当たり医療費が低くなってい

ることが分かります。 

・近隣市と比較すると、戸田市、川口市も蕨市と同様の傾向となっています。 

 

近隣市も同様の 

傾向がある 
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②外国人の国保被保険者における国内での診療費 

 

 

 

 

 

図表１９ 外国人の国保被保険者における国内での診療費 

 

 
外国人 

比率 
順位 

総医療費 

（全件） 

総医療費 

（外国人） 

外国人が占める

医療費の割合 
順位 

蕨市 23.0％ 1 位 48.7 億円 2.6 億円 5.3％ 1 位 

戸田市 13.2％ 3 位 71.4 億円 2.5 億円 3.5％ 2 位 

川口市 14.0％ 2 位 419,4 億円 6.9 億円 1.6％ 9 位 

さいたま市 4.4％ 15 位 748.4 億円 9.1 億円 1.2％ 17 位 

埼玉県 4.9％ ― 5102.6 億円 58.6 億円 1.1％ ― 

（出典）外国人比率：令和２年度 国民健康保険の現況（令和２年３月末現在） 

外国人の国保被保険者における国内での医療費：平成 31（令和元）年度 海外療養

費・出産育児一時金・外国人の被保険者の国内での診療費に関する状況（５）「４．

外国人の被保険者の国内での診療費等について」（H31.3～R2.2 診療分における医

療費（医科・DPC・調剤）を記入 

 

※順位は６３市町村中となっており、順位が高いほど外国人の比率や外国人が占める医療費の割

合が高いことを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国人の国保被保険者における国内での診療費を見ると、外国人比率に対し

て外国人が占める医療費の割合が低いことが分かります。 

・近隣市と比較すると、戸田市、川口市も蕨市と同様の傾向となっています。 

～被保険者全体の一人当たり医療費が低い理由～ 

・蕨市は若年層の外国人比率が高いことで前期高齢者の割合が低くなっ

ています（P1５、図表１２参照）。一般的に若年層の医療費は高齢者

に比べて低くなりますが、外国人の総医療費を見ても外国人比率に対

する外国人の総医療費が低くなっていることが分かります（P22、図

表１９）。 

・蕨市の被保険者全体の一人当たり医療費が低い要因として、「若年層の

外国人が多い⇒前期高齢者の割合が低い」ことがひとつの要因となっ

ていることが分かりました。 
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506,798円 501,067円
517,675円

531,840円
517,386円 508,483円

523,660円 528,997円

462,280円 469,069円 470,304円
484,782円 479,725円 484,738円 483,288円 491,623円

0円

100,000円

200,000円

300,000円

400,000円

500,000円

600,000円

700,000円

800,000円

前期高齢者(蕨市国保) 前期高齢者(埼玉県市町村国保)

〈３〉前期高齢者の一人当たり医療費 

 

 

 

 

 

 

 

図表２０ 前期高齢者一人当たり医療費の県内市町村平均との比較 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国民健康保険事業状況（令和元年度は速報値） 

 

※（ ）内は６３市町村中の順位を表しています。 

 

 

 

 

（61 位） （61 位） 
（59 位） （62 位） 

・前期高齢者（６５歳から７４歳）の一人当たりの医療費は年間５２万８,９９

７円で、蕨市国保全体の一人当たり医療費と比較すると約１.９倍になってお

り、前期高齢者の医療費が高いことが分かります。 

・埼玉県市町村国保の平均と比較すると、計画策定時から変わらず、高い水準

で推移していることが分かります。 

（59 位） （62 位） 
（56 位） （60 位） 

前期高齢者の医療費は県内で高い 
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〈４〉前期高齢者の一人当たり医療費が高い理由の考察 

国民健康保険事業状況において確定値が出ている平成３０年度について、近隣市（戸田市・

川口市・さいたま市）及び人口規模が蕨市と似ている２市（北本市・蓮田市）と比較し分析

を行いました。順位は４０市中となっており、順位が高いほど医療費が低いことや日数が短

いこと、特定健診の受診率が高いことを表しています。 

①他自治体の基本情報 

図表２１ 他自治体の基本情報 

 総人口 被保険者数 前期高齢者数 高齢化率 

蕨市 74,612 人 18,803 人 5,775 人 30.7％ 

戸田市 141,183 人 27,129 人 7,669 人 28.3％ 

川口市 590,701 人 138,755 人 46,240 人 33.3％ 

さいたま市 1,301,861 人 243,572 人 101,443 人 41.6％ 

北本市 65,676 人 15,657 人 7,799 人 49.8％ 

蓮田市 61,619 人 13,564 人 6,996 人 51.6％ 

埼玉県 6,833,250 人 1,505,974 人 640,245 人 42.5％ 

（出典）国民健康保険事業状況（平成３０年度） 

②他自治体との一人当たり医療費の比較 

 

 

 

 

 

 

 

図表２２ 一人当たり医療費の比較 

 全体 順位 前期高齢者 順位 

蕨市 288,707 円 2 位 523,660 円 39 位 

戸田市 288,283 円 1 位 538,875 円 40 位 

川口市 302,181 円 3 位 515,005 円 38 位 

さいたま市 340,201 円 17 位 494,171 円 28 位 

北本市 365,930 円 37 位 471,234 円 14 位 

蓮田市 388,401 円 40 位 486,061 円 21 位 

市平均 335,936 円 - 485,004 円 - 

（出典）国民健康保険事業状況（平成３０年度） 

・近隣市と比較すると、被保険者全体の医療費が低い戸田市、川口市も蕨市と

同様に前期高齢者の一人当たり医療費は高くなっており、地域性があること

が分かります。 

・被保険者全体の医療費が高い北本市、蓮田市は、前期高齢者の医療費が県内

中位となっています。 

近隣市も同様の傾

向がある 



第３章 蕨市国保の概況 

 

25 

 

③生活習慣病の医療費との相関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２３ 生活習慣病の一人当たり医療費（６５歳以上）の比較 

 

（出典）埼玉県国保連合会作成「令和元年度 生活習慣病１人当たり医療費(65 歳以上)」 

※４０市中２０位以下のものを灰色に塗りつぶしています。 

 

 

 

 

 

 糖尿病 順位 高血圧性疾患 順位 虚血性心疾患 順位 

蕨市 21,966 円 39 位 26,237 円 21 位 11,150 円 27 位 

戸田市 18,302 円 29 位 29,727 円 29 位 15,807 円 40 位 

川口市 22,370 円 40 位 30,781 円 34 位 10,781 円 25 位 

さいたま市 16,884 円 25 位 24,268 円 18 位 10,167 円 20 位 

北本市 14,446 円 8 位 30,456 円 32 位 7,492 円 3 位 

蓮田市 13,374 円 2 位 21,331 円 6 位 8,412 円 6 位 

市平均 17,059 円 - 26,013 円 - 10,548 円 - 

 脳内出血 順位 脳梗塞 順位 腎不全 順位 

蕨市 6,081 円 30 位 11,332 円 21 位 19,533 円 23 位 

戸田市 7,624 円 38 位 11,611 円 24 位 29,196 円 40 位 

川口市 5,172 円 22 位 10,177 円 11 位 23,596 円 37 位 

さいたま市 4,415 円 16 位 9,722 円 7 位 17,698 円 15 位 

北本市 2,247 円 4 位 16,721 円 39 位 20,261 円 26 位 

蓮田市 6,066 円 29 位 13,297 円 31 位 17,581 円 14 位 

市平均 4,843 円 - 11,649 円 - 18,424 円 - 

～６５歳以上の一人当たり医療費が高い理由～ 

・６５歳以上の一人当たり医療費が高い理由のひとつとして、生活習慣

病の医療費が高い傾向にあることが分かりました。引き続き、生活習

慣病の発症予防を呼び掛け、医療費適正化に努めていきます。 

・生活習慣病の６疾患について近隣市と比較すると、前期高齢者の一人当たり

医療費が高い戸田市、川口市も前期高齢者の生活習慣病の一人当たり医療費

が高くなっており、蕨市同様の傾向にあることが分かります。 

・生活習慣病の中で糖尿病は４０市中３９位となっており、前期高齢者の一人

当たり医療費が高くなっています。 

・高血圧性疾患は６疾患中で金額が最も高くなっていますが、埼玉県の市平均

と同程度となっています。 
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④前期高齢者の一人当たりの療養給付費の件数 

 

 

 

 

 

 

 

図表２４ 前期高齢者の一人当たり療養給付費等の件数の比較 

 前期高齢者数 件数 １人当たり 順位 

蕨市 5,775 人 134,514 件 23.3 件 29 位 

戸田市 7,669 人 182,394 件 23.8 件 34 位 

川口市 46,240 人 1,052,191 件 22.8 件 25 位 

さいたま市 101,443 人 2,445,633 件 24.1 件 37 位 

北本市 7,799 人 192,468 件 24.7 件 39 位 

蓮田市 6,996 人 169,035 件 24.2 件 38 位 

埼玉県 640,245 人 14,696,806 件 23.0 件 - 

（出典）国民健康保険事業状況（平成３０年度） 

⑤前期高齢者の一人当たりの高額療養費の件数 

 

 

 

 

 

 

 

図表２５ 前期高齢者の一人当たり高額療養費の件数の比較 

 前期高齢者数 件数 １人当たり 順位 

蕨市 5,775 人 7,555 件 1.31 件 36 位 

戸田市 7,669 人 11,009 件 1.44 件 38 位 

川口市 46,240 人 65,173 件 1.41 件 37 位 

さいたま市 101,443 人 114,070 件 1.12 件 23 位 

北本市 7,799 人 8,259 件 1.06 件 17 位 

蓮田市 6,996 人 7,022 件 1.00 件 6 位 

埼玉県 640,245 人 751,838 件 1.17 件 - 

（出典）国民健康保険事業状況（平成３０年度） 

前期高齢者の一人当たりの 

療養給付費等の件数は少ない 

・前期高齢者の一人当たりの高額療養費の件数を見ると、近隣市も共通して下

位に位置しており、件数が多くなっていることが分かります。 

前期高齢者の一人当たりの 

高額療養費の件数は多い 

・前期高齢者の一人当たりの療養給付費の件数を見ると、近隣市も共通して下

位に位置しており、件数が多いことが要因でないことが分かります。 
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⑥前期高齢者の一件当たりの高額療養費 

 

 

 

 

 

 

 

図表２６ 前期高齢者の一件当たり高額療養費の比較 

 件数 費用額 １件当たり 順位 

蕨市 7,555 件 3.3 億円 44,167 円 26 位 

戸田市 11,009 件 4.6 億円 41,829 円 13 位 

川口市 65,173 件 25.4 億円 39,011 円 3 位 

さいたま市 114,070 件 47.7 億円 41,851 円 14 位 

北本市 8,259 件 3.4 億円 41,024 円 10 位 

蓮田市 7,022 件 3.3 億円 47,271 円 36 位 

埼玉県 751,838 件 312.8 億円 41,604 円 - 

（出典）国民健康保険事業状況（平成３０年度） 

⑦前期高齢者の一件当たり日数 

 

 

 

 

 

図表２７ 前期高齢者の一件当たり日数（入院・入院外） 

 医科入院 順位 医科入院外 順位 

蕨市 13.94 日 21 位 1.67 日 35 位 

戸田市 13.32 日 15 位 1.69 日 37 位 

川口市 13.14 日 11 位 1.63 日 30 位 

さいたま市 12.63 日 6 位 1.62 日 28 位 

北本市 12.33 日 3 位 1.76 日 40 位 

蓮田市 13.24 日 13 位 1.59 日 21 位 

市平均 13.79 日 - 1.59 日 - 

（出典）埼玉県国保連合会作成「埼玉県国民健康保険における医療費及び特定健診等の状況

（平成３０年度版）Ⅰ埼玉県の状況」 

・前期高齢者の一件当たりの高額療養費を見ると、近隣市と同様の傾向は見ら

れませんでした。 

・蕨市は他市に比べて高い傾向にあります。 

前期高齢者の一件当たりの 

高額療養費が高い 

前期高齢者の一件当

たり日数が長い 

・前期高齢者の一件当たりの日数（入院・入院外）を見ると、医科入院外は近

隣市と共通して長い傾向が見られます。 

・蕨市は医科入院も市平均よりも長い傾向にあります。 
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⑧前期高齢者の一日当たり医療費 

 

 

 

 

 

 

図表２８ 前期高齢者の一日当たり医療費（入院・入院外） 

 医科入院 順位 医科入院外 順位 

蕨市 43,758 円 17 位 9,758 円 24 位 

戸田市 49,469 円 35 位 9,777 円 25 位 

川口市 47,857 円 31 位 10,367 円 36 位 

さいたま市 49,590 円 36 位 9,291 円 13 位 

北本市 48,838 円 34 位 9,050 円 6 位 

蓮田市 48,274 円 32 位 8,516 円 1 位 

市平均 44,579 円 - 9,663 円 - 

（出典）埼玉県国保連合会作成「埼玉県国民健康保険における医療費及び特定健診等の状況

（平成３０年度版）Ⅰ埼玉県の状況」 

⑨前期高齢者の一人当たり医療費（入院・入院外） 

 

 

 

 

図表２９ 前期高齢者の一人当たり医療費（入院・入院外） 

 医科入院 順位 医科入院外 順位 

蕨市 175,620 円 25 位 197,594 円 35 位 

戸田市 204,260 円 39 位 198,144 円 36 位 

川口市 183,290 円 30 位 199,108 円 38 位 

さいたま市 158,788 円 11 位 183,883 円 30 位 

北本市 151,806 円 6 位 204,916 円 39 位 

蓮田市 185,688 円 34 位 161,093 円 2 位 

市平均 170,186 円 - 177,966 円 - 

（出典）埼玉県国保連合会作成「埼玉県国民健康保険における医療費及び特定健診等の状況

（平成３０年度版）Ⅰ埼玉県の状況」 

 

前期高齢者は入院・入

院外共に一人当たり

医療費が高い 

前期高齢者の一日当たり医

療費の医科入院外が高い 

・前期高齢者の一日当たりの医療費（医科入院・医科入院外）を見ると、近隣

市も共通して医科入院外は医療費が高くなっています。 

・前期高齢者の一人当たり医療費（医科入院・医科入院外）を見ると、近隣市

と同様に医科入院・医科入院外共に市平均よりも高くなっています。 
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⑩特定健診の受診率との相関 

 

 

 

 

図表３０ 前期高齢者の一人当たり医療費と特定健診受診率との相関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国民健康保険事業状況（平成３０年度） 

国保連合会統計データ 令和元年１２月分（年齢階層別受診率：平成３０年度）  

 

 

 

 前期高齢者 

一人当たり医療費 
順位 

前期高齢者 

特定健診受診率 
順位 

蕨市 523,660 円 39 位 56.2％ 8 位 

戸田市 538,875 円 40 位 54.3％ 13 位 

川口市 515,005 円 38 位 44.9％ 49 位 

さいたま市 494,171 円 28 位 46.0％ 44 位 

北本市 471,234 円 14 位 52.1％ 22 位 

蓮田市 486,061 円 21 位 50.0％ 29 位 

市平均 485,004 円 - 48.7％ - 

特定健診の受診率との

相関関係は見られない 

・前期高齢者の一人当たりの医療費と特定健診の受診率には相関関係は見られ

ませんでした。 
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蕨市国保 埼玉県

３ 疾病状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）患者13千人当たり生活習慣病患者数 

 

 

 

 

 

図表３１ 患者千人当たり生活習慣病患者数 

 

（平成２８年度）               （令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（１）細小分類（各年度 累計）    

       

                                                   

 
13 ここでいう患者とは、主に入院レセプトまたは外来レセプトが存在する人のことをいいます。 

埼玉県と比

べると少な

いが、３割

の人が発症 

・蕨市国保被保険者の患者千人当たり生活習慣病患者数は、高血圧症、脂質異

常症、糖尿病の順に多くなっており、埼玉県と比べると少ないものの、特に

高血圧症については３割以上の人が発症しています。 

・計画策定時と比べると大きな変化はありません。 
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呼吸器
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消化器

6.0％

眼
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精神

5.2％

その他
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（２）疾病別医療費 入院外（大分類・中分類） 

 

 

 

 

 

 

 

図表３２ 入院外（大分類別医療費） 

 

（平成２８年度）               （令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（各年度 累計） 

 

図表３３ 入院外（中分類別医療費） 

 

（平成２８年度）            （令和元年度） 

 （出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（各年度 累計） 

 

内
分泌 

糖尿病 7.6％ 

脂質異常症 4.6％ 

その他の内分泌、栄養及び代謝障害 1.5％ 

循
環器 

高血圧性疾患 7.0％ 

その他の心疾患 3.0％ 

虚血性心疾患 1.2％ 

尿

路

性

器 

腎不全 10.0％ 

その他の腎尿路系の疾患 0.6％ 

前立腺肥大（症） 0.6％ 

新

生

物 

その他の悪性新生物 3.5％ 

乳房の悪性新生物 1.6％ 

気管、気管支及び肺の悪性新生物 1.5％ 

内
分泌 

糖尿病 8.1％ 

脂質異常症 4.1％ 

その他の内分泌、栄養及び代謝障害 1.8％ 

循
環器 

高血圧性疾患 5.1％ 

その他の心疾患 3.0％ 

虚血性心疾患 0.9％ 

尿

路

性

器 

腎不全 11.6％ 

その他の腎尿路系の疾患 0.6％ 

前立腺肥大（症） 0.7％ 

新

生

物 

その他の悪性新生物 4.3％ 

乳房の悪性新生物 2.0％ 

気管、気管支及び肺の悪性新生物 2.4％ 

糖尿病、腎不全、 

肺がんなどが増加 

内分泌、尿路性器、新生物が増加 

・蕨市国保被保険者のうち、入院外分について医療費（療養給付費）の割合を

疾病別に大分類で見ると、計画策定時より「内分泌」「尿路性器」「新生物」

が増加しています。 

・中分類で見ると、「糖尿病」「腎不全」「その他の悪性新生物」「気管、気管支

及び肺の悪性新生物（肺がん）」が特に増加しています。 
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（３）疾病別医療費 入院（大分類・中分類） 

 

 

 

 

 

 

 

図表３4 入院（大分類別医療費） 

 

（平成２８年度）              （令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（各年度 累計） 

 

図表３５ 入院（中分類別医療費） 

 

（平成２８年度）             （令和元年度） 

 （出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（各年度 累計） 

 

循
環器 

その他の心疾患 9.6％ 

虚血性心疾患 5.0％ 

その他の循環器系の疾患 2.2％ 

新
生物 

その他の悪性新生物 8.4％ 

良性新生物及びその他の新生物 2.4％ 

結腸の悪性新生物 2.3％ 

精
神 

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害  5.0％ 

気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 2.3％ 

その他の精神及び行動の障害 1.6％ 

筋
骨格 

関節症 2.0％ 

脊椎障害（脊椎症を含む） 1.7％ 

その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 1.5％ 

循
環器 

その他の心疾患 7.6％ 

虚血性心疾患 4.1％ 

その他の循環器系の疾患 3.4％ 

新
生物 

その他の悪性新生物 8.1％ 

気管、気管支及び肺の悪性新生物 2.7％ 

結腸の悪性新生物 2.0％ 

精
神 

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害  4.1％ 

気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 2.1％ 

その他の精神及び行動の障害 2.6％ 

筋
骨格 

関節症 2.7％ 

脊椎障害（脊椎症を含む） 1.4％ 

その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 1.4％ 

肺がんなどが増加 

42.6％ 41.4％ 

循環器、新生物の２分類だけで４割を超える 

・蕨市国保被保険者のうち、入院分について医療費（療養給付費）の割合を疾

病別に大分類で見ると、計画策定時と同様に「循環器」「新生物」の２分類

だけで４割を超えています。 

・中分類で見ると、入院外と同様に「気管、気管支及び肺の悪性新生物（肺が

ん）」が特に増加しています。 



第３章 蕨市国保の概況 

 

33 

 

（４）疾病別医療費 入院外＋入院（細小分類） 

 

・蕨市国保被保険者のうち、入院外分と入院分を合計した医療費（療養給付費） 

による細小分類での上位１０位を抽出すると、計画策定時と変わらず、慢性 

腎不全と糖尿病で全体の１割以上、上位の１０疾患で全体の３割以上を占め 

ています。 

・１０位までの内訳を計画策定時と比べると、高血圧症の割合が少なくなり、 

肺がんの割合が増えています。 

・近隣市と比較すると、上位１０疾患は同一となっており、同様の傾向がある 

ことが分かります。 

 

図表３６ 入院外＋入院（細小分類別医療費）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（各年度 累計） 

 
平成２８年度 令和元年度 

蕨市 

1 位 
慢性腎不全 

（透析あり） 
7.1％ 

慢性腎不全 

（透析あり） 
6.9％ 

2 位 糖尿病 5.1％ 糖尿病 4.8％ 

3 位 高血圧症 4.4％ 関節疾患 3.6％ 

4 位 関節疾患 3.7％ 高血圧症 3.3％ 

5 位 統合失調症 3.2％ 不整脈 2.9％ 

6 位 脂質異常症 2.9％ 統合失調症 2.6％ 

7 位 不整脈 2.6％ 脂質異常症 2.5％ 

8 位 大腸がん 2.6％ 肺がん 2.5％ 

9 位 うつ病 2.2％ 大腸がん 2.2％ 

10 位 狭心症 1.8％ うつ病 2.0％ 

合計 36.3％  33.3％ 

 
令和元年度 

戸田市 川口市 さいたま市 

1 位 糖尿病 5.3％ 
慢性腎不全 

（透析あり） 
6.8％ 

慢性腎不全 

（透析あり） 
5.5％ 

2 位 
慢性腎不全 

（透析あり） 
5.1％ 糖尿病 5.0％ 糖尿病 5.1％ 

3 位 高血圧症 3.6％ 関節疾患 3.4％ 関節疾患 4.0％ 

4 位 関節疾患 3.4％ 高血圧症 3.2％ 高血圧症 3.5％ 

5 位 不整脈 2.9％ 肺がん 2.9％ 統合失調症 3.3％ 

6 位 脂質異常症 2.8％ 不整脈 2.8％ 肺がん 2.9％ 

7 位 肺がん 2.4％ 統合失調症 2.7％ 脂質異常症 2.6％ 

8 位 うつ病 2.2％ 脂質異常症 2.3％ 不整脈 2.5％ 

9 位 統合失調症 2.0％ 大腸がん 2.0％ うつ病 2.1％ 

10 位 大腸がん 1.8％ うつ病 1.7％ 大腸がん 1.8％ 

合計 31.5％  32.8％  33.3％ 

高血圧症の割合が 

減少 

上位の１０疾患

で全体の医療費

の３割以上を占

める 

肺がんの割合が 

増加 
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図表３７ 患者千人当たり人工透析患者数 

 

（平成２８年度）         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（１）細小分類（各年度 累計） 

患者千人当たりの人工透析患者数は、 

埼玉県市町村国保などと比べて多い 

 

・令和元年度の蕨市国保被保険者の患者千人当たりの人工透析患者数は８．８

人で、埼玉県、同規模保険者、国と比較して多くなっています。計画策定時

と比較すると、千人当たり１.０人増加しています。 

・近隣市を見ると、蕨市と同様に計画策定時より増加しており、令和元年度の

国保被保険者の患者千人当たりの人工透析患者数は戸田市、さいたま市より

多くなっています。 

計画策定時 

より増加 
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〈２〉人工透析患者のレセプト分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３８ 人工透析患者のレセプト分析 

 

（作成年月：平成２９年８月）       （作成年月：令和２年８月） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 厚生労働省様式３－７ 人工透析のレセプト分析 

 

 

 

人工透析患者は多くの 

生活習慣病を併発 

・人工透析患者のレセプトを男女別に分析すると、人工透析患者は多くの生活

習慣病を併発していることが分かります。特に高血圧症は計画策定時と同

様、男女ともに約９割の人が発症しています。 

・計画策定時と比べると、男性の糖尿病、男性と女性の脂質異常症、脳血管疾

患を発症している人の割合が増加しています。 
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４ ジェネリック医薬品の状況・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

図表３９ ジェネリック医薬品の数量シェアの推移 

 

（各年度平均） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２９年度）               （令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）埼玉県国民健康保険団体連合会「後発医薬品数量シェア等の推移」（各年１２月審

査分） 

※（ ）内は４０市中の順位を表しています。 

埼玉県より低い 

傾向へ変化 

（29） 

（18） 

（19） 
（18） 

（17） 

・ジェネリック医薬品の数量シェアの推移を各年度の平均で見ると、埼玉県市

町村国保の平均と同様の傾向を見せており、年々増加していることが分かり

ます。 

・月別で比較すると、平成２９年度は埼玉県市町村国保より高い傾向にありま

したが、令和元年度は低い傾向となっています。 

埼玉県と同様の傾向 
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第４章 特定健診・特定保健指導の状況 

１ 特定健診・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）特定健診の概要 （平成２０年度～）  

生活習慣病の早期発見・早期対応・重症化予防を図るため、特定健診を実施しています。 

 

個別事業名 所 属 

特定健診 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 生活習慣病の早期発見・早期対応・重症化予防を図る 

対象者 ４０歳以上の蕨市国保被保険者 

概 要 

・内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)の予防・解消に重点

をおいた、生活習慣病予防のための健診 

・個別健診により実施 

実施期間 

H20 7 月 1 日～10 月 31 日 H27 6 月 19 日～10 月 31 日 

H21 6 月 12 日～10 月 31 日 H28 6 月 14 日～10 月 31 日 

H22 6 月 11 日～10 月 30 日 H29 6 月 9 日～10 月 31 日 

H23 6 月 10 日～10 月 31 日 H30 
６月８日～10 月 31 日 

1 月 15 日～2 月 8 日 

H24 6 月 8 日～10 月 31 日 R1 6 月 7 日～10 月 31 日 

H25 6 月 7 日～10 月 31 日 R2 9 月 1 日～２月２８日 

H26 6 月 13 日～10 月 31 日 R3 6月4日～12月31日（予定） 

実施機関 蕨戸田市医師会内の医療機関（約６０機関） 

自己負担額 
８００円（ただし、世帯主及び国保加入者の全員が住民税非課税の

世帯は無料） 

委 託 蕨戸田市医師会 

 

〈特定健診の流れ〉 
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http://2.bp.blogspot.com/-NrCIiTxdiGM/UrEhf32DNQI/AAAAAAAAb48/-UGwx76613M/s800/denwa_kotei_man.png
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図表４０ 特定健診受診率の推移 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

 

 

 

 

 

図表４１ 特定健診受診率の県内順位 

（単位：％） 

 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

蕨市国保 39.5 40.6 37.7 38.0 39.2 39.3 40.9 41.0 41.1 44.4 46.6 45.6 

県内順位14 11位 9 位 16位 15位 16位 16位 16位 22位 23位 14位 11位 14位 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

 

 

 

                                                   

 
14 平成２０年度は７０市町村中、平成２１年度、平成２２年度は６４市町村中、平成２３年度以降は

６３市町村中の順位となります。 

目標は６０％ 

・埼玉県市町村国保の平均値と比べると高く、令和元年度の県内順位は６３市

町村中１４位となっていますが、目標値６０.０％には達していません。 

・蕨市国保の特定健診の受診率を見ると、計画策定時は増加のペースが鈍化し

ていたものの、計画策定後の令和元年度は４５．６％と平成２８年度に比べ

て４．５ポイント増加しています。 

計画策定後、 

受診率は増加！ 
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（３）年齢階層別特定健診受診率 

 

 

 

 

 

 

 

図表４２ 年齢階層別特定健診受診率 

 

 

 

 男性 女性 

H28 R1 H28 R1 

40～44 歳 

対象者 567 人 449 人 384 人 351 人 

受診者 98 人 99 人 110 人 106 人 

受診率 17.3％ 22.0％↑ 28.6％ 30.2％↑ 

45～49 歳 

対象者 645 人 558 人 521 人 444 人 

受診者 150 人 135 人 153 人 142 人 

受診率 23.3％ 24.2％↑ 29.4％ 32.0％↑ 

50～54 歳 

対象者 555 人 544 人 438 人 454 人 

受診者 139 人 161 人 175 人 162 人 

受診率 25.0％ 29.6％↑ 40.0％ 35.7％↓ 

55～59 歳 

対象者 494 人 492 人 449 人 444 人 

受診者 144 人 162 人 172 人 198 人 

受診率 29.1％ 32.9％↑ 38.3％ 44.6％↑ 

60～64 歳 

対象者 672 人 515 人 748 人 600 人 

受診者 225 人 187 人 317 人 295 人 

受診率 33.5％ 36.3％↑ 42.4％ 49.2％↑ 

65～69 歳 

対象者 1,452 人 1,047 人 1,618 人 1,158 人 

受診者 614 人 529 人 847 人 654 人 

受診率 42.3％ 50.5％↑ 52.3％ 56.5％↑ 

70～74 歳 

対象者 1,305 人 1,398 人 1,534 人 1,659 人 

受診者 619 人 745 人 917 人 1,033 人 

受診率 47.4％ 53.3％↑ 59.8％ 62.3％↑ 

合計 

対象者 5,690 人 5,003 人 5,692 人 5,110 人 

受診者 1,989 人 2,018 人 2,691 人 2,590 人 

受診率 35.0％ 40.3％↑ 47.3％ 50.7％↑ 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

 

男性は全体的に

受診率が低い。 

 

男女ともに若年層の 

受診率が低い。 

 

・平成２８年度と令和元年度の特定健診の受診率を年齢階層別に比べると、ほ

ぼすべての年齢で受診率が上がっていますが、男女ともに若年層の受診率が

低くなっています。 

・男性の４０～４４歳の受診率は平成２８年度と比べると 4．7 ポイント増加

しています。 
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（４）地区別受診率15 

 

 

 

 

 

図表４３ 地区別受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

FKCA211 データを加工して作成 

 

                                                   

 
15 地区別受診率に使用する受診者数は、法定報告に計上された受診者のうち、人間ドックなど特

定健診以外の受診者を除いて算出しているため、法定報告値よりいずれも低くなっています。 

錦町 
39.3% 

（471 人／1,200 人） 

地区別で受診率の 

大きな差はない 
 

・令和元年度の特定健診の受診率を地区別に見ると、最も高い南町地区では 

４３．９％、最も低い塚越地区では３８．２％となっており、その差は５．

７ポイントで地区による受診率の大きな差はありません。 

北町 
3８.７% 

（619 人／1,600 人） 

南町 
４３.９% 

（821 人／1,869 人） 

塚越 
3８.２% 

（900 人／2,358 人） 

中央 
41.0% 

（1,266 人／3,086 人） 
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図表４４ 年齢階層別特定健診継続受診率（％） 

 

（平成２６年度から平成２８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２９年度から令和元年度）                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）特定健診等データ管理システム「ＦＨＡＣ０６０」を加工し作成 

・３年間全てで特定健診対象者となった人のうち、年齢階層別に特定健診の継

続受診率を見ると、計画策定時と比べて０回（３年間で一度も特定健診を受

けていない人＝継続未受診者）の割合がほぼすべての年代で減少していま

す。特に４０歳代前半では、３．４ポイント減少しています。 

・３回（３年間全て特定健診を受けている人＝継続受診者）の割合もほぼすべ

ての年代で増加しており、全体で２９.８％と、計画策定時と比べて３．３ポ

イント増加しています。 

継続受診者の割合が増え、 

継続未受診者の割合が減った 
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（６）特定健診月別受診割合 

 

 

 

 

 

 

 

図表４５ 特定健診月別受診割合 

 

 

（出典）特定健診等データ管理システム「ＦＨＡＣ０６０」を加工し作成 
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特定健診終了間際の 

９月と１０月の受診者数が多い 

・特定健診を受診した人が、６月から１０月のどの月に受診したかを割合で見

ると、特定健診終了間際の９月と１０月に集中していることが分かります。 

・平成２９年度から８月までの受診者への早期受診キャンペーンを実施したこ

とにより、平成２８年度に比べて平成２９年度以降は８月までの受診者の割

合が増えています。 

 

８月までの受診者の 

割合が増加！ 

34.7％ 

31.7％ 

34.5％ 

42.6％ 

38.1％ 

41.1％ 
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２ 特定健診結果の状況・・・・・・・・・・・・・ 

（１）特定健診の効果 

（健診受診の有無における生活習慣病等一人当たり医療費） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４６ 健診受診の有無における生活習慣病等一人当たり医療費16 

 

 

 

入院＋外来 
健診受診者 健診未受診者 

蕨市 埼玉県 国 蕨市 埼玉県 国 

H28 2,485 円 2,188 円 2,346 円 10,985 円 11,275 円 12,339 円 

H29 2,649 円 2,204 円 2,110 円 11,313 円 11,634 円 13,037 円 

H30 2,549 円 2,134 円 2,009 円 11,100 円 11,262 円 12,773 円 

R1 3,003 円 2,211 円 2,091 円 10,923 円 11,736 円 13,176 円 

 

（参考：近隣市） 

入院＋外来 
健診受診者 健診未受診者 

戸田市 川口市 さいたま市 戸田市 川口市 さいたま市 

R1 2,800 円 1,316 円 2,346 円 11,524 円 13,149 円 11,824 円 

（出典）ＫＤＢシステム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」（各年度累計） 

 

                                                   

 
16 「生活習慣病等一人当たり医療費」は、生活習慣病医療費総額／健診対象者数で算出しています。 

・健診受診の有無における生活習慣病等一人当たり医療費を見ると、健診未受

診者は健診受診者に比べて、３倍から４倍の医療費がかかっていることが分

かります。 

・県や国、近隣市の生活習慣病等一人当たり医療費を見ると、蕨市と同様に健

診未受診者は健診受診者に比べて高く、４倍から１０倍と医療費がかかって

いることが分かります。 

・健診受診の有無における生活習慣病等治療状況を見ると、特定健診受診者は

未受診者に比べて、生活習慣病の治療をしている人の割合が高くなっていま

す。健診受診者で生活習慣病の患者は、日頃から健診を受けて通院している

ためコントロールが効いた状態となり医療費を抑えることができますが、健

診未受診者は治療が始まった際には重症化しているケースもあり、医療費が

高額になる傾向があるのではないかと考えられます。 

 

健診を未受診者は健診受診者に比べて、 

３倍から４倍の医療費がかかっている 
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図表４７ 健診受診の有無における生活習慣病等治療状況 
 健診受診者 生活習慣病等治療中  健診未受診者 生活習慣病等治療中 

H29 4,853 人 3,663 人 75.5％ 6,088 人 3,271 人 53.7％ 

H30 4,887 人 3,611 人 73.9％ 5,598 人 3,048 人 54.4％ 

R1 4,645 人 3,518 人 75.7％ 5,541 人 3,038 人 54.8％ 

（出典）ＫＤＢシステム「健診ツリー図」（各年度累計） 

 

（２）特定健診結果（保健指導判定値以上）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

図表４８ 特定健診結果（保健指導判定値以上）の状況 

 

 

 

 蕨市 埼玉県 

H28 H29 H30 H30 

腹囲 
男性 85ｃｍ以上 

女性 90ｃｍ以上 32.3％（16） 32.8％（20） 34.5％（14） 33.0％ 

BMI 25 以上 24.9％（26） 26.6％（14） 26.8％（18） 25.8％ 

中性脂肪 150 以上 21.0％（21） 22.6％（16） 22.8％（14） 20.5％ 

HDL 39 以下 3.9％（56） 4.7％（29） 5.1％（16） 4.5％ 

LDL 120 以上 57.2％（15） 55.6％（19） 56.0％（26） 55.0％ 

HbA1c 5.6 以上 54.4％（49） 51.7％（56） 53.1％（56） 59.2％ 

収縮期血圧 130 以上 48.3％（40） 49.6％（33） 45.0％（55） 48.3％ 

拡張期血圧 85 以上 21.4％（19） 23.8％（16） 20.8％（27） 19.7％ 

（出典）埼玉県国民健康保険における医療費及び特定健診等の状況 

（平成 29 年度～令和元年度） 

 

※（ ）内は 63市町村中の順位を表しており、上位にいるほど保健指導判定値以上になった割合

が多いことを表しています。 

 

 

腹囲、BMI、中性脂肪、HDL コレステロール、 

LDL コレステロールが埼玉県の平均よりも高い傾向 

 

・特定健診結果のうち保健指導判定値以上になった割合を見ると、血圧以外の

割合が平成２８年度と比べて高くなっています。 

・平成３０年度は、腹囲、BMI、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレ

ステロールの割合が高くなっており、県内でも順位が高くなっています。 
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（３）特定健診問診票の状況 

 

 

 

 

図表４９ 特定健診問診票の状況 

 

生活習慣等 質問項目 
蕨市 県 

H28 R1 R1 

既往歴 

脳卒中 4.3％ 3.1％ 3.0％ 

心臓病 4.8％ 5.0％ 4.9％ 

腎不全 0.6％ 1.1％ 0.6％ 

貧血 15.2％ 14.0％ 10.0％ 

たばこ 喫煙 17.6％ 16.3％ 14.8％ 

食べる速度 

早い 22.4％ 22.5％ 25.8％ 

普通 69.4％ 66.8％ 66.4％ 

遅い 8.2％ 7.7％ 7.9％ 

週３回以上就寝前夕食 28.9％ 20.3％ 17.7％ 

週３回以上朝食を抜く 18.1％ 13.0％ 9.4％ 

飲酒 

頻度 

毎日 27.0％ 25.8％ 25.7％ 

時々 21.7％ 23.4％ 23.0％ 

飲まない 51.2％ 50.8％ 51.3％ 

一日 

飲酒量 

１合未満 60.7％ 62.4％ 67.2％ 

１～２合 25.8％ 25.3％ 21.4％ 

２～３合 10.0％ 9.5％ 9.1％ 

３合以上 3.5％ 2.9％ 2.3％ 

※県と比べて、１ポイント以上高い項目を   で塗りつぶしています。 

 

（出典）ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」（各年度累計） 

 

 

 

 

・令和元年度の特定健診の問診票を県と比較すると、計画策定時と同様に、貧

血の既往歴がある人、喫煙している人、週３回以上就寝前に夕食をとる人、

週３回以上朝食を抜いている人、一日の飲酒量が１合から２号の人の割合が

高い状況です。 

県と比較して、貧血の既往歴がある人や 

喫煙者、飲酒量が多い人の割合が高い 
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３ 特定保健指導・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）特定保健指導の概要 （平成２０年度～） 

特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高い人への健康づくりの支援として、特

定保健指導を実施しています。 

 

個別事業名 所 属 

特定保健指導 部課名 健康福祉部 保健センター 

概 要 

目 的 
生活習慣病のリスクが重なっている人を選定し、適切な指導を行うことで生

活習慣病発症の予防を図る 

対象者 特定健診受診者で基準該当者 

概 要 

・特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高い人を動機付け支援と積

極的支援に分類し、健康づくりの支援を実施 

動機付け支援：生活習慣の改善を視野に目標を設定し、行動変容の促進を

支援する 

積極的支援：課題に対する個別目標を設定し、具体的で実現可能な行動の

継続を支援する 

・初回面接を健康講座及びグループ支援の形式で実施し、１か月後・３か月

後にも運動実技指導を取り入れたフォロー講座を実施する 

実施期間 １月から９月まで 

実施機関 保健センター 

自己負担額 無料 

委 託 直営で実施 ※令和３年度から委託に切り替え（予定） 

 

〈特定保健指導の流れ〉 
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（２）特定保健指導実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

図表５０ 特定保健指導実施率の推移 

 

■全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■動機付け支援               ■積極的支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

 

 

 

 

 

実施率は減少傾向 

・蕨市国保の特定保健指導の令和元年度の実施率は４．０％となっており、 動 

機付け支援と積極的支援に分けると、動機付け支援の実施率は５．４％、積

極的支援の実施率は１．０％となっています。 
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図表５１ 特定保健指導実施率の県内順位 

（単位：％） 

 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

蕨市国保 8.5 6.7 7.0 5.0 8.7 9.4 7.2 7.5 5.5 6.7 7.1 4.0 

県内順位17 44位 58位 55位 62位 56位 59位 59位 59位 62位 61位 61位 63位 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

 

（３）特定保健指導対象者の出現率 

 

 

 

図表５２ 特定保健指導対象者の出現率 

 

 蕨市 埼玉県 

特定健診 

受診者数 

特定保健指導 

対象者数 
出現率 出現率 

H25 4,933 人 684 人 13.9％ 11.7％ 

H26 5,086 人 738 人 14.5％ 11.7％ 

H27 4,940 人 702 人 14.2％ 11.6％ 

H28 4,680 人 642 人 13.7％ 11.5％ 

H29 4,824 人 656 人 13.6％ 11.8％ 

H30 4,845 人 729 人 15.0％ 11.9％ 

R1 4,608 人 625 人 13.6％ 11.8％ 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

 

 

 

 

                                                   

 
17 平成２０年度は７０市町村中、平成２１年度、平成２２年度は６４市町村中、平成２３年度以降は

６３市町村中の順位となります。 

特定保健指導の 

出現率は、ほぼ一定 

 

・埼玉県市町村国保の平均値と比べると低く、令和元年度の県内順位は６３市

町村中６３位となっており、目標値６０.０％には達していません。 

・特定健診等を受診した人のうち、特定保健指導の対象者となった割合は、令

和元年度は１３．６％となっており、出現率はほぼ一定です。 

・埼玉県市町村国保と比べると、どの年度も高くなっています。 
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図表５３ 年齢階層別特定保健指導対象者の出現率 

 

 

男性 
特定健診 

受診者数 

特定保健指導 

対象者数 
出現率 

40～44 歳 99 人 42 人 42.4％ 

45～49 歳 135 人 47 人 34.8％ 

50～54 歳 161 人 38 人 23.6％ 

55～59 歳 162 人 44 人 27.2％ 

60～64 歳 187 人 43 人 23.0％ 

65～69 歳 529 人 96 人 18.1％ 

70～74 歳 745 人 100 人 13.4％ 

 

女性 
特定健診 

受診者数 

特定保健指導 

対象者数 
出現率 

40～44 歳 106 人 15 人 14.2％ 

45～49 歳 142 人 20 人 14.1％ 

50～54 歳 162 人 19 人 11.7％ 

55～59 歳 198 人 22 人 11.1％ 

60～64 歳 295 人 30 人 10.2％ 

65～69 歳 654 人 49 人 7.5％ 

70～74 歳 1,033 人 60 人 5.8％ 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告）令和元年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年齢階層別特定保健指導対象者の出現率を見ると、若年層ほど出現率が高く

なっています。 

・女性より男性の出現率が高く、男性の４０歳から４４歳は４割を超えた人が

特定保健指導の対象となっています。 

特定保健指導の 

出現率は、若年層ほど高い 
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４ 特定保健指導結果の状況・・・・・・・・・・・・ 

（１）特定保健指導の効果 

（特定保健指導修了者の翌年の検査値の比較） 
 

 

 

 

 

図表５４ 特定保健指導の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   （出典）特定健康診査・特定保健指導の 

実施状況報告（法定報告）を加工して作成 

 

特定保健指導を終了した人は 

検査値の改善が見られた 

 2.9 
改善！ 

0.1 
改善！ 

・平成３０年度の特定保健指導を終了し、令和元年度に特定健診を受診した人 

（４０人：平均年齢６２．３歳）の特定健診の検査値（平均）を見ると、翌

年度全ての値で改善が見られました。 

2.8 
改善！ 

25.9 
改善！ 

1.8 
改善！ 

0.9 
改善！ 

2.2 
改善！ 
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（２）特定保健指導に関する問診票の状況 

 

 

   

 

 

 

 

図表５５ 特定保健指導に関する問診票の状況 

 

 

 

質問項目 
蕨市 埼玉県 

H28 R1 R1 

運動や 

食生活の 

改善 

改善意欲なし 27.4％ 27.6％ 30.8％ 

６か月以内に 

改善意欲あり 
29.5％ 29.0％ 24.3％ 

改善するつもりで 

少しずつ開始 
11.8％ 11.7％ 17.1％ 

取り組み済み 

６か月未満 
9.2％ 9.1％ 7.6％ 

取り組み済み 

６か月以上 
22.2％ 22.7％ 20.1％ 

特定保健指導を利用しない 54.9％ 63.9％ 61.1％ 

（出典）ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」（各年度累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運動や食生活の改善意欲がある人が多い 

31.8％ 27.7％ 

・令和元年度の特定健診の問診票で特定保健指導に関する項目を見ると、埼玉

県と比べて運動や食生活の改善に取り組んでいる人の割合が高いことが分

かります。 

・令和元年度の特定健診の問診票で特定保健指導を利用しない人（「生活習慣

の改善について保健指導を受ける機会があれば利用しますか」の問いに「い

いえ」と回答した人）の割合は計画策定時よりも高くなっており、埼玉県と

比較しても高いことが分かります。 
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第５章 個別保健事業の中間評価 

 

４つの重大課題に対応した４つの保健事業について、PDCA サイクルに沿ってストラクチ

ャー評価（事業構成・実施体制の評価）、プロセス評価（事業実施過程の評価）、アウトプッ

ト評価（事業実施量の評価）、アウトカム評価（成果の評価）の４つの観点から評価を行いま

す。 

１ 特定健診受診率向上対策 

１－（１） 特定健診 広報・啓発活動 （平成２０年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課（一部委託） 

目 的 特定健診の受診率向上を図る 

対象者 ４０歳以上の蕨市国保被保険者 

概要 イベントでの啓発品の配布、ポスター掲示などを行う。 

  

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

①関係機関との連携は十分であったか 

②必要な予算は確保できたか  

・周知の方法は適切であったか 

D 
（実施） 

① 

H30 ・各課関連部署及び健診実施医

療機関、市内の民間施設等と連

携し実施 

R1 

R2 

②予算要求通りに決定 

H30 ポスター(49,140円） 

R1 
ポスター(38,555円） 

ポケットティッシュ(21,168円） 

R2 
ポスター(38,555円） 

ポケットティッシュ(21,560円） 
 

【周知の方法】 

（Ｐ54：図表 56 参照） 

C 
（評価） 

H30 

・急遽ポケット

ティシュを作

成したため、予

算外の消耗品

費から作成し

た 

・関係機関とも

れなく連携が

できた 

 

R1 ・必要な予算を

確保できた R2 

 

H30 

・窓口にポケットティッシュ

を設置したが、対象者に思う

ように渡らなかった 

R1 
・他市とのイベントが開催で

きなかった 

R2 

・高額療養費支給申請書にポ

ケットティッシュを同封して

啓発を行った 

・他市とのイベントが開催で

きなかった 
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 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・周知方法の数 ・特定健診の受診率の伸び 

【短期目標】受診率：51.0％以上 

【長期目標】受診率：60.0％以上 

D 
（実施） 

（Ｐ54：図表 56 参照） 

H30 12/12（100％） 

R1 11/12（91.7％） 

R2 11/12（91.7％） 
 

（各年 3 月末現在）】 

 受診率 伸び（前年比） 

H29 43.0％ ― 

H30 44.6％ ＋1.6％ 

R1 44.3％ －0.3％ 

R2 （未定） （未定） 

（出典）医療保険課資料 

C 
（評価） 

  

H30 

・ポスターの配布箇所を増やし

たり、職員が啓発バッジを着用

したりするなど、新規の啓発が

できた 

R1 
・啓発品の活用方法が思いつか

ず、作成ができなかった 

R2 

・余っていたポケットティシュ

の活用ができた 

・感染症拡大防止のためイベン

トや会議での啓発ができなかっ

た 

  

H30 ・前年より上がったが、短期目

標を達成できなかった 

R1 ・前年よりも下がり、短期目標

を達成できなかった 

R2 （未定） 

A 
（改善） 

 

H30 ・１００％の達成を継続させる 

R1 
・啓発品の活用方法を検討し、

１００％の達成を目指す 

R2 

・感染症拡大防止に考慮した形

での啓発方法を検討し、１０

０％の達成を目指す   

H30 ・新たな周知方法の検討や既存

の周知方法を見直し、より多く

の人の目に触れるように効果的

な啓発を実施し、長期目標の達

成を目指す 

R1 

R2 

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

A 
（改善） 

 

H30 

・保健事業費に

ポケットティッ

シュの予算を確

保する 

・引き続き、関

係機関との連

携をしていく 

R1 
・ポスター・ポ

ケットティッシ

ュの予算を引き

続き確保する R2 

  

 

H30 ・ポケットティ

ッシュの配布

方法を見直す 

・他市とのイ

ベントの日程

を見直す 

 

R1 

R2  
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図表５６ 特定健診 広報・啓発活動の推移 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

特定健診 受診率（％） 39.3 40.9 41.0 41.1 44.4 46.6 45.6 未定 

① 啓発品 
作成 ○   ○ ○ ○   

配布 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 

② 
イベント・
会議での啓
発 

健康まつりでの啓発 ○ ○ ○ ○ ※１ ○ ○ ※１ 

市内大型店舗・祭り等で
啓発 

    ❷ ❸   

他市との合同啓発   ❶   ❹   

地域女性団体連絡協議会
の総会での啓発 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※１ 

③ 
広報蕨に 
掲載 

６月号に特集記事 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ 
９月 

７月号以降に記事     ○ ○ ○ 
○ 

10 月～ 

④ 
チラシの 
配布 

被保険者証更新時にチラ
シ同封 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

国保の納税通知書発送時
にチラシ同封 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑤ 蕨市のホームページへの掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑥ 
蕨ケーブル
ＴＶの活用 

職員等出演 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

テロップのみ   ○      

⑦ 
ポスターの
掲示 

公共施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

市内医療機関         ○ ○ ○ 

市内循環バス ○ ○ ○  ○  ○ ○     

市内の掲示板     ○ ○ ○ ○ ○ 

薬局・大型マンション         ○   ○ 

蕨駅エレベーター         ○     

⑧ 
町会回覧板
での啓発 

公民館報に掲載依頼 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

単独チラシを作成     ○ ○ ○ ※２ 

⑨ 
受診券の工
夫 

受診券に過去３年間の健
診結果を掲載 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑩ 
リーフレッ
トの工夫 

受診券同封リーフレット
のカラー化 

   ○ ○ ○ ○ ○ 

⑪ 
受診券の封
筒の工夫 

持参物を掲載   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

外国語を表記     ○ ○ ○ ○ 

⑫ 職員のバッジの着用     ○ ○ ○ ○ 
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※１ 開催中止のため啓発なし   

※２ 感染症拡大防止のため回覧板の使用が原則中止となったため配布中止 

❶平成２７年１０月７日（水）戸田市保険年金課と共同で、イトーヨーカドー錦町店にて啓発品

配布・宣伝活動を行う。 

❷平成２９年７月２２日（土）ボランティア・市民活動見本市：ポスター等を掲示し、ブースに

来た方に説明を行った。 

❸平成 30 年 6 月 16 日（土）：市民活動見本市：ポスター等を掲示し、ブースに来た方に説明

を行った。 

❹・平成３０年 10 月 18 日：前川・上青木地域包括支援センター主催（協力：川口市）の「わ

くわく♪健康チェック」に参加し、イベントのアンケートにて蕨市国保と回答した方にティッ

シュ配布 

・平成３０年 10 月 24 日 10：00～10：40：川口市国保医療課と合同で蕨駅東口階段下に

てティッシュ配りを実施した。 

 

 

【令和２年度作成：特定健診のポスター】 
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１－（２） 特定健診 受診勧奨通知 （平成２３年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課（委託で実施） 

目 的 特定健診の受診率向上を図る 

対象者 当初受診券を送付した人のうち、発送時点で未受診者の人 

概要 

特定健診の未受診者に対して、年度で２回受診勧奨通知を送付する。平成２３年

度から平成２９年度までは直営で作成していたが、平成３０年度からは委託にて

作成。過去の健診受診歴や年齢・性別ごとに内容を工夫し、開封率が高くなるよ

う圧着ハガキを使用して送付した。 

  

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・必要な予算は確保できたか 
 

・状況別の分け方、通知内容、時期は適切

であったか 

D 
（実施） 

予算要求通りに決定 

H30 2,849,000 円 

R1 2,912,760円 

R2 2,442,000円 

 
 

H30 

Ｒ1 

Ｒ2 

状況別の分け方 

１回目：4 通り（過去３年間①

継続受診者・②まだら受診者・

③経年度未受診者・④世帯） 

２回目：2 通り（過去３年間①

継続受診者とまだら受診者・②

経年度未受診者） 

通知内容 

1 回目：Ａ４・４Ｐ・Ｖ型圧着 

※①～③の中面に年齢、性別ご

とに健康アドバイスを印字 

2 回目：①ロングサイズ・巻き

4 つ折り、②ロングサイズ・Ｚ

折り ※①の中面に個人の過去

３年間の健診結果の表とグラ

フ、健診結果に対応した健康ア

ドバイスを印字 

委託先：㈱現代けんこう出版 

H30 

時期 

1 回目：Ｈ30.7.27、 

2 回目：Ｈ30.9.11 

R1 

時期 

1 回目：Ｒ1.7.26、 

2 回目：Ｒ1.9.20 

R2 

時期 

1 回目：Ｒ2.10.13、 

2 回目：Ｒ3.1.19 

※特定健診の実施期間はＨ３０・Ｒ１は 

６月～１０月、Ｒ２は９月～２月 
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【令和２年度作成：受診勧奨通知】 

 

                 

 

（１回目）                （２回目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

C 
（評価） 

H30 ・必要な予算を確保できた 

R1 

R2 

 

H30 

・初めての委託での作成だった

が、対象者の特性に応じて紙面

を作成することができた 

R1 

・受診券の再交付を QR コード

で簡単にできるように紙面の改

良を行った 

R2 
・ナッジ理論を活用し、紙面の

イメージを変えて作成した 

 

A 
（改善） 

H30 
・引き続き予算を確保する 

R1 

R2 

 

H30 

・受診券の再交付の問い合わせが

多かったため、簡単にインターネ

ットから再交付ができるように

する 

R1 
・前年と同一の印象にならないよ

うに紙面の工夫をする 

R2 
・前年と同一の印象にならないよ

うに紙面の工夫をする 

 

A4 の大判サイズ 

の圧着ハガキにて 

作成しました 
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 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・発送数 ①特定健診の受診率の伸び 

【短期目標】受診率：51.0％以上 

【長期目標】受診率：60.0％以上 

②特定健診を実施する際の記録票にてア

ンケートを実施し、受診勧奨通知が受診の

きっかけになったのかを問う 

D 
（実施） 

 

H30 

１回目：８,６７１件 

（８,６７１世帯、１１,４３０人） 

２回目：９,５４５件 

（９,５４５世帯、１０,４５１人） 

R1 

１回目：８,４８２件 

（８,４８２世帯、１１,377 人） 

２回目：９,７６３件 

（９,７６３人） 

R2 

１回目：８,２８８件 

（８,２８８世帯、１０,７３６人） 

２回目：８,６２１件 

（８,６２１人） 
 

① 

 受診率 伸び（前年比） 

H29 44.4％ ＋3.3％ 

H30 46.6％ ＋2.2％ 

R1 45.6％ －1.0％ 

R2 （未定） （未定） 

②(2 月のパンチデータまで） 
 

H30 対象者の内、1 回目の勧奨通知発

送後（7 月２７日）に特定健診受

診者:３,６１７人 

1：きっかけになった 

２,７２７人（７５．４％） 

2：きっかけにならなかった  

４９７人（１３．７％） 

3：通知やハガキを見ていない・ 

  届いていない 

３９１人（１０．８％） 

R1 ― 

R2  

C 
（評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H30 ・予定通り、未受診者に２回 

送付できた（達成率１００％） R1 

R2 

① 

② 
 

H30 前年より上がったが、短期目標

を達成できなかった 

R1 前年よりも下がり、短期目標を

達成できなかった 

R2 未定 

H30 受診勧奨通知が受診のきっかけ

になった人が多かったが、受診勧

奨通知を送付していない人も「き

っかけになった」と回答がする人

が多く、適正な回答を得られなか

った 

R1  

R2  

A 
（改善） 

 

H30 ・既存のとおり実施し、 

達成率１００％を継続させる 
R1 

R2 

・過去５年間連続受診者など、通

知を送付しなくても受診の可能

性が高い人を対象者から除くな

ど、対象者の見直しを検討する 

 

H30 ①未受診者

への２回送

付 を 継 続

し、長期目

標の達成を

目指す 

②実施を継続する 

R1 
②アンケートは次

年度廃止 

R2 
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１－（３） 特定健診 電話勧奨 （平成３０年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課（委託で実施） 

目 的 特定健診の受診率向上を図る 

対象者 

平成 30 年度 
当初特定健診の受診券を送付した人のうち、電話番号が分かる 

７０歳未満の人で３年間まだら受診または３年間未受診の人 

令和元年度 

当初特定健診の受診券を送付した人のうち、電話番号が分かる

70 歳未満の人で 3 年間まだら受診(H29、H30 連続受診を除

く)または 3年間未受診の人 

令和２年度 
当初特定健診の受診券を送付した人のうち、携帯電話の番号が分

かる人 

概要 

平成 30 年度、令和元年度：オートコールシステムを利用して特定健診の受診勧

奨を実施する 

令和２年度：携帯電話のショートメッセージサービス（SMS）を利用して特定

健診の受診勧奨を実施する 

  

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・必要な予算は確保できたか 
 

・案内電話の内容、時期、時間は適切であ

ったか 

D 
（実施） 

予算要求通りに決定 

H30 678,248 円 

R1 475,632 円 

R2 662,475 円 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H30 

内容オートコールシステム 

委託先：㈱アイネットサポート 

「こちらは、蕨市役所です。特定

健診のご案内を、自動音声でお送

りします。」から始まる音声を架

電 

時期・時間  

１回目：平成３０年８月８日～ 

２１日（９：００、１２：００、 

１５：００、１８：００） 

２回目：平成３０年９月１３日～

１８日（９：００、１５：００、

１８：００） 

３回目：平成３０年９月２９日 

（１２：００、１８：００） 

平成３０年１０月１日（９：００） 
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 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

D 
（実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 

内容オートコールシステム 

委託先：HOYA デジタルソリュ

ーションズ㈱ 

「こちらは、蕨市役所です。今年

度の特定健診のご案内を、自動音

声でおよそ１分程度お送りしま

す。」から始まる音声を架電 

時期・時間 

１回目：令和元年８月１日～ 

4 日（８：３０、１２：３０、 

１５：３０、１８：００） 

2 回目：令和元年 9 月 25 日～

２９日（１２：３０、１５：３０、

１８：００） 

R2 

内容ＳＭＳ 

委託先：HOYA デジタルソリュ

ーションズ㈱ 

「【蕨市 特定健診のお知らせ】

xx 月 xx 日 xx 時送信（送信専用） 

蕨市国民健康保険では、生活習慣

病の早期発見、予防を目的とした

特定健診を行っています。」から

始まるメッセージを送信。 

時期・時間 

１回目：令和 2 年 10 月 19 日

～30 日（１０：００） 

2 回目：令和２年１１月１５日

（１０：００） 

 

C 
（評価） 

H30 ・必要な予算を確保できた 

R1 

R2 

 

H30 ・内容・時期・時間は適切にで

きた R1 

R2 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き予算を確保する 

R1 

R2 

 

 

 

 

 

 

 

H30 

・本当に市役所からの電話なの

か、不審に思う人からの問い合わ

せはあったが、オートコール導入

１年目のため、次年度も継続 

R1 
・オートコールに代わる、より効

果的な方法を検討（ＳＭＳへ） 

R2 ・既存のとおり、実施していく 
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 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

H30・R1：架電した人のうち、電話が繋が

った数 

R2：送信した人のうち、送信できた割合（送

信率） 

①特定健診の受診率の伸び 

【短期目標】受診率：51.0％以下 

【長期目標】受診率：60.0％以下 

②特定健診を実施する際の記録票にてア

ンケートを実施し、受診勧奨電話が受診の

きっかけになったのかを問う 

D 
（実施） 

 

H30 

対象者４,２３３件（５,０５３人）

（固定電話３,２０１件、携帯電話

１,０３２件） 

※１回目が繋がらなかった場合

に２回目、２回目が繋がらなかっ

た場合に３回目と架電を行う 

架電率 

１回目：４６.０％ 

２回目：１０.０％  

３回目：７.４％ 

R1 

対象者３ ,318 件（固定電話

2,673 件、携帯電話 645 件） 

※１回目が繋がらなかった場合

に２回目の架電を行う 

架電率 

１回目：６７.２％ 

２回目：４.３％  

R2 

対象者１ ,９４５件 (携帯電話

１,945 件） 

※繋がらなかった場合に２回目

の送信を行う 

送信率 

１回目：９０.０％（１,７５０件） 

２回目：１.７％（３３件） 
 

① 

 受診率 伸び（前年比） 

H29 44.4％ ＋3.3％ 

H30 46.6％ ＋2.2％ 

R1 45.6％ －1.0％ 

R2 （未定） （未定） 

②(2 月のパンチデータまで） 

 

 

 

 

 

  

H30 対象者の内、1 回目の電話勧奨後

（８月８日）に特定健診受診者

（１,０７１人）の回答 

1 きっかけになった 

１５８人（１４．８％） 

2 きっかけにならなかった 

１２７人（１１．９％） 

3 電話を聞いていない・かかって

きていない 

７８６人（７３．４％） 

R1 ― 

R2  

C 
（評価） 

  

H30 

・当初の予定通りに実施できた

が、電話番号を把握していない人

には架電できず、架電率が 

６３.４％となった 

R1 
・当初の予定通りに実施でき、架

電率も７１.５％に増加した 

R2 

・９０％を超える高い送信率とな

ったが、携帯電話の番号が分かる

人のみが対象者となったことで、

実施人数が減少してしまった 
  

H30 

①前年より上

がったが、短

期目標を達成

できなかった 

②電話勧奨が

受診のきっか

けになった人

が１４．８％と

少なかった。 

R1 

①前年よりも

下がり、短期

目標を達成で

きなかった 

 

R2 ①未定  

A 
（改善） 

 

H30 
・電話番号の把握に努め 

７０％以上の架電率を目指す 

R1 
・SMS に切り替え、９０％以上

の送信率を目指す 

R2 

・携帯電話の番号把握に努め、 

R２よりも対象者数の増加を目指

す 

 

H30 
①事業を継

続させ、長

期目標の達

成を目指す 

②次年度も実施を

継続する 

R1 
②アンケートは次

年度廃止 

R2  
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１－（４） 特定健診 早期受診キャンペーン （平成２９年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課（一部委託で実施） 

目 的 継続受診者・初回受診者の獲得と健診終了間際の混雑緩和 

対象者 

平成３０年度 

令和元年度 

４０歳以上の蕨市国保被保険者のうち、蕨市の特定健診を８月ま

でに受診した人で、「３年以上継続」もしくは「初めて受診」し

た人 

令和２年度 

４０歳以上の蕨市国保被保険者のうち、蕨市の特定健診を１１月

までに受診した人で、「３年以上継続」もしくは「初めて受診」

した人 

概要 対象者の中から抽選で蕨市オリジナルグッズをプレゼントする 

  

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・必要な予算は確保できたか 
 

・オリジナルグッズの内容、周知方法は適

切であったか 

D 
（実施） 

予算要求通りに決定（３００枚分） 

H30 311.040 円 

R1 310,200 円 

R2 333,300 円 

 
 

 内容 周知方法 

H30 
オリジナル T シ

ャツ（半袖） 

・受診券送付

時の封筒 

・広報わらび 

・市ホームペ

ージ 

・勧奨通知 

など 

R1 

オリジナル T シ

ャツ（半袖・長

袖） 

R2 
オリジナルポロ

シャツ（半袖） 

 

C 
（評価） 

H30 ・必要な予算を確保できた 

R1 

R2 

 

H30 ・毎年デザインや内容を変え、

作成できた 

・広く周知できた 

・市民の方から好意的なお声を

多くいただいている 

R1 

R2 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き予算を確保する 

R1 

R2 

 

H30 ・引き続き、広く周知を行い、継

続して実施していく R1 

R2 
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 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・当選者の数 

・３年以上継続または初めて受診した人の

うち、当該年度の８月までに受診した人の

割合 

【短期目標】35.0％以上 

【長期目標】40.0％以上  

D 
（実施） 

 

H30 ３００人 

R1 

R2 
 

（P42：図表 45） 
 

H30 38.1％ 

R1 41.1％ 

R2 （未定） 

C 
（評価） 

  

H30 ・当初の予定通りに実施できた

（達成率１００％） R1 

R2 

 

H30 短期目標３５％以上達成！  

R1 長期目標４０％以上達成！ 

R2 （未定） 

A 
（改善） 

  

H30 ・既存のとおり実施し、 

達成率１００％を継続させる R1 

R2 

  

H30 ・事業を継続させ、長期目標の達

成に努める R1 

R2 

 

【令和２年度作成：受診券送付時に同封したリーフレットにキャンベーンの内容を掲載】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【当選した方から寄せられた感想】 

 

 

 

 

 

欲しいと思っていたので、うれし

いです。年に一度は自分の体の

ことを知るのは大切ですね。来年

も健診を受けたいと思います。 

当選！！とっても嬉しい

です。ポロシャツを着て

ウォーキングに励みた

いと思います。 

年の始めに当選の知らせ

を受け、良い一年になる

気がします。賞品が届くの

を楽しみに待っています！ 
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【蕨市オリジナルグッズの内容】 

Ｈ３０        Ｒ１        Ｒ２ 

ランドリーバッグ   トートバッグ    サコッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

１－（５） 特定健診以外の健診結果の提供 （平成２５年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課（一部委託で実施） 

目 的 
特定健診の項目を満たす職場の健診や自費で人間ドックを受診した人の健診結

果を特定健診のデータとして登録し、特定健診の受診率向上を図る 

対象者 特定健診以外の健診で受診した健診結果を持つ特定健診未受診者 

概要 

・特定健診の項目を満たす職場の健診や自費で人間ドックを受診した人が、健診

結果を市に提供し、提供された健診結果を特定健診データとして登録する 

・平成２９年度からは、提供していただいた人に対して、蕨市オリジナルグッズ

をプレゼントする 

  

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・必要な予算は確保できたか 
 

・オリジナルグッズの内容、周知方法は適

切であったか 

D 
（実施） 

予算要求通りに決定 

H30 97,200 円 

R1 97,200 円 

R2 105,600 円 
 

 内容 周知方法 

H30 
ランドリーバッ

グ 

（P65：図表

57 参照） 

R1 トートバッグ 

R2 サコッシュ 

 

C 
（評価） 

H30 ・必要な予算を確保できた 

R1 

R2 

 

H30 ・毎年デザインや内容を変え、

作成できた。 

・広く周知できた。 
R1 

R2 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き予算を確保する 

R1 

R2 

 

H30 ・引き続き、広く周知を行い、継

続して実施していく R1 

R2 
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 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・健診結果の提供数 ・特定健診の受診率への貢献度  

D 
（実施） 

 

H30 （P66：図表 57 参照） 

R1 

R2 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ｈ29 

（参

考） 

特定健診の受診率（法定報告）に

登録できた人数：５５人 

（法定報告対象者：10,864 人） 

貢献度：０.５１％ 

H30 

特定健診の受診率（法定報告）に

登録できた人数：８１人 

（法定報告対象者：10,407 人） 

貢献度：０.７８％ 

R1 

特定健診の受診率（法定報告）に

登録できた人数：５７人 

（法定報告対象者：10,113 人） 

貢献度：０.５６％ 

R2 （未定） 

C 
（評価） 

  

H30 ・前年よりも増加した 

R1 
・前年よりも減少したが、一定数

の提供があった 

R2 （未定） 

 

H30 ・１％以上の貢献度に満たなかっ

た R1 

R2 （未定） 

A 
（改善） 

  

H30 ・既存のとおり実施する 

R1 

・蕨市の人事課に協力いただき、

新規で提供していただく方法を

検討する 

R2 

・市内の企業等に協力していただ

くなど、新規で提供していただく

方法を検討していく 

  

H30 ・事業を継続し、１％以上の貢献

度を目指し、受診率の長期目標の

達成に努める 

R1 

R2 

 

【令和２年度作成：特定健診の受診券に同封した健診結果提供用紙】 

（表面）                  （裏面） 
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図表５７ 特定健診以外の健診結果の提供の周知方法の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 Ｒ2 

特定健診 受診率（％） 39.3 40.9 41.0 41.1 44.4 46.6 45.6 未定 

提供者にオリジナルグッ

ズのプレゼント 
    ○ ○ ○ ○ 

特定健診

の受診券

送付時の

案内で周

知 

文章のみ 

掲載 
○ ○ ○ ○     

健診結果提供

用紙を同封 
    ○ ○ ○ ○ 

診療情報

提供事業

での周知 

（医療機

関を経由

しない場

合は、直接

市に提供

していた

だくよう

に案内） 

返信用封筒 

無し 
    ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

返信用封筒 

有り 
       ○ 

受診勧奨通知への掲載   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

商工会議所主

催の事業主健

診を受診した

人へのチラシ

配布 

文章のみ 

掲載 
○ ○ ○ ○     

健診結果 

提供用紙を 

掲載 

    ○ ○ ○ ○ 

蕨市役所人事課主催の 

健診の結果提供依頼 
       ○ 

提供数 1 1 0 13 60 85 65 未定 
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【令和２年度作成：診療情報提供用紙】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－（６） 
医療機関からの診療情報の提供（診療情報提供事業）  
（平成２８年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課 

（～元年度：一部委託で実施、令和２年度～：直営で実施） 

目 的 
生活習慣病で治療歴のある人の診療情報を特定健診のデータとして登録し、特定

健診の受診率向上を図る 

対象者 

生活習慣病で医療機関に受診しているなどの理由で特定健診未受診の人 

平成２８年度

～令和元年度 
通院中の医療機関：県内のみ 

令和２年度 通院中の医療機関：県外も含む 

概要 

平成３０年度 

令和元年度 

・対象者に通知を送付し、対象者の同意のもと、医療機関が保有

している診療情報（特定健診の項目に相当する検査項目）を医療

機関から県医師会経由で市に提供していただき、提供された診療

情報を特定健診データとして登録する 

・県医師会と委託契約を結び、データ化などを委託し実施する 

令和２年度 

・対象者に通知を送付し、対象者の同意のもと、医療機関が保有

している診療情報（特定健診の項目に相当する検査項目）を医療

機関から市に提供していただき、提供された診療情報を特定健診

データとして登録する 

・医療機関と協定を結び、手数料の支払いを行う 

・平成２９年度からは、提供していただいた人に対して、蕨市オリジナルグッズ

をプレゼントする 
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 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・医療機関への説明は十分であったか 
 

・通知内容、時期は適切であったか 

D 
（実施） 

H30 ・県医師会を

通じて広く周

知を実施 

 

・特定健診実

施医療機関に

個別で通知を

送付 
R1 

R2 

・蕨戸田市医

師会内で対象

者がいる医療

機関および対

象者が５名以

上いる医療機

関に個別で通

知を送付 

・HP に概要

を掲載 

 

 内容 時期 

H30 
・情報提供用紙

に受診券番号な

ど必要な情報を

あらかじめ印字

した 

・フローチャー

トを用いて結果

提供が必要か案

内した 

平成 31 年 1

月 11 日 

R1 
令和 2年 1月

14 日 

R2 
令和 2 年 12

月 11 日 

 

C 
（評価） 

H30 ・十分な説明を実施できた 

R1 

R2 

 

 

H30 
・通知内容を工

夫し作成した 

・実施期間が

１か月半と短

い R1 

R2 

・実施期間を

２か月半に長

くできた 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き周知を継続していく 

R1 

R2 

 

H30 

・より効果的な

内容になるよ

うに通知内容

を改善する 

・実施期間を検

討する 

R1 

・返信用封筒を

入れて、医療機

関が提出しや

すいようにす

る 

・実施期間を変

更できなかっ

た 

R2 

・より効果的な

内容になるよ

うに通知内容

を改善する 

・実施期間の変

更ができた 

（１月から 

１２月）今後も

継続させる 
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 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・提供数 

・発送数 

①診療情報の提供率 

【短期目標】8.0％以上 

【長期目標】10.0％以上 

②特定健診の受診率（法定報告）への貢献

度 

D 
（実施） 

 

 提供数（A） 発送数（B） 

H29 
（参考） 

９７件 ２,０６２件 

H30 ５９件 １,８６６件 

R1 ８８件 １,８３６件 

R2 （未定） ２,４０５件 

 

 

  

①（A）／（B） 

H29 
（参考） 

４.７％ 

H30 ３.２％ 

R1 ４.８％ 

R2 （未定） 

②（Ｃ）／（Ｄ） 

 

法定報告

に登録で

きた人

（C） 

法定報

告対象

者 

（D） 

貢献度 

H29 
（参考） 

96 人 10,864 人 ０.８８％ 

H30 57 人 10,407 人 ０.５５％ 

R1 87 人 10,113 人 ０.８６％ 

R2 （未定） （未定） （未定） 
 

C 
（評価） 

H30 
・提供数が前年よりも減少した 

・予定数量の発送ができた 

R1 
・提供数が前年よりも増加した 

・予定数量の発送ができた 

R2 （未定） 

  

H30 

①前年よりも提供率が下がり、短

期目標を達成できなかった 

②前年よりも貢献度が下がった 

R1 

①前年よりも提供率が上がった

が、短期目標を達成できなかった 

②前年よりも貢献度が上がった 

R2 （未定） 

 

A 
（改善） 

H30 

・対象者を「蕨市の医療機関に通

院中のもの」から広げ、提供数を

増加させる 

R1 

・対象者を「埼玉県の医療機関に

通院中のもの」から広げ、提供数

を増加させる 

R2 （未定） 

  

H30 ①長期目標の達成を目指す 

②貢献度１％以上を目指す R1 

R2 

  



第５章 個別保健事業の中間評価 

 

70 

 

２ 特定保健指導実施率向上対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－（１） 特定保健指導 広報・啓発活動 （平成２０年度～） 

所 属 健康福祉部 保健センター（直営で実施） 

目 的 特定保健指導の実施率向上を図る 

対象者 特定保健指導該当者 

概要 

・広報蕨やケーブル TVなど、より多くの人の目に触れるような特定保健指導の

啓発活動を実施する 

・特定健診を受診した際に、腹囲が基準値を超えた人には、医療機関より特定保

健指導の案内を実施する 

  

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・関係機関への説明は十分であったか ・周知の方法やリーフレットの内容は適切

であったか 

D 
（実施） 

H30 ・特定健診実施医療機関に資料を

配り、該当者には案内をしていた

だけるように事前に通知した R1 

R2 

 

【周知の方法】 

（P7１：図表 5８参照） 

C 
（評価） 

H30 ・関係機関にもれなく周知した 

R1 

R2 

 

H30 ・滞りなく実施できた 

R1 

R2 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き継続していく 

R1 

R2 

 

H30 ・引き続き継続していく 

R1 

R2 ・啓発方法の追加を検討する 
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 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・特定保健指導利用者数 ・特定保健指導の実施率の伸び 

【短期目標】実施率：30.0％以上 

【長期目標】実施率：60.0％以上 

D 
（実施） 

 

H29 ４４人 

H30 ５２人 

R1 ２５人 

R2 （未定） 
 

（P47：図表 50 参照） 

 実施率 伸び（前年比） 

H29 6.7％ ＋1.2％ 

H30 7.1％ ＋0.4％ 

R1 4.0％ －3.1％ 

R2 （未定） （未定） 
 

C 
（評価） 

  

H30 ・関係機関ともれなく連携がで

きた R1 

R2 

  

H30 ・前年よりも実施率が上がった

が、短期目標を達成できなかった 

R1 ・前年よりも実施率が下がり、短

期目標を達成できなかった 

R2 （未定） 

A 
（改善）   

H30 ・引き続き、関係機関との連携

をしていく R1 

R2 

  

H30 ・啓発方法の追加をし、長期目標

の達成を目指す 

 
R1 

R2 

 

図表５８ 特定保健指導 広報・啓発活動の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

特定保健指導 実施率（％） 9.4 7.2 7.5 5.5 6.7 7.1 4.0 未定 

① 広報蕨に掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

② 
蕨ケーブル
ＴＶの活用 

職員等出演 ○ ○  ○     

テロップのみ   ○  ○ ○ ○ ○ 
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２－（２） 特定保健指導 電話勧奨 （平成３０年度～） 

所 属 健康福祉部 保健センター 

目 的 特定保健指導の実施率向上を図る（委託で実施） 

対象者 特定保健指導該当者のうち、電話番号が分かる人 

概要 

平成 30 年度 

令和元年度 

初回面接の前に、オートコールシステム、職員による架電を行い

特定保健指導の利用勧奨を実施する 

令和２年度 
携帯電話のショートメッセージサービス（SMS）、職員による架

電を行い特定保健指導の利用勧奨を実施する 

  

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・必要な予算は確保できたか 
 

・案内電話の内容、時期、時間は適切であ

ったか 

D 
（実施） 

予算要求通りに決定 

H30 522,728 円 

R1 367,160 円 

R2 81,400 円 

 

 

 
 

H30 

内容 

①オートコール 

②オートコール未実施の対象者

に対して、有人による電話勧奨 

時期・時間  

①平成３０年１１月２４日 

～平成３１年１月２１日 

（９：００、１８：００） 

R1 

内容 

①オートコール 

②①をしたうえで、対象者へ有人

による電話勧奨 

時期・時間 

①令和元年１２月８日・２２日、 

令和２年１月２６日（１６：00） 

R2 

内容 

① SMS 

②①をしたうえで、対象者へ有人

による電話勧奨 

時期・時間 

①令和３年 1 月２２日、２月１９

日、３月１９日（１０：００） 
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 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

①オートコールや SMS で架電した人のう

ち、電話が繋がった数 

②職員にて架電した数 

特定保健指導の実施率の伸び 

【短期目標】実施率：30.0％以上 

【長期目標】実施率：60.0％以上 

D 
（実施） 

 

H30 

① 

対象者：６２５人 

架電率：７８．９％ 

②８９人 

R1 

① 

対象者：６４４人 

架電率：７６．７％ 

②６２８人 

R2 

① 

対象者：２３５人 

送信率：９７．０％（２２８人） 

②未定 
 

（P47：図表 50 参照） 

 実施率 伸び（前年比） 

H29 6.7％ ＋1.2％ 

H30 7.1％ ＋0.4％ 

R1 4.0％ －3.1％ 

R2 （未定） （未定） 

 

 

 

  

C 
（評価） 

  
H30 ・当初の予定通りに実施できた

が、架電率が８０％に達しなかっ

た 
R1 

R2 

・記録票等に記載された携帯電話

の番号を使用することにより、高

い通信率とすることができた 

 

H30 ・前年よりも実施率が上がった

が、短期目標を達成できなかった 

R1 ・前年よりも実施率が下がり、短

期目標を達成できなかった 

R2 （未定） 

A 
（改善） 

  

H30 ・既存のとおり実施し、８０％以

上の架電率（送信率）を目指す R1 

R2 
・既存のとおり実施し、９５％以

上の送信率の継続を目指す   

H30 ・事業を継続させ、長期目標の

達成を目指す 

 
R1 

R2 

 

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

C 
（評価） 

H30 ・必要な予算を確保できた 

R1 

R2 

 

H30 ・内容・時期・

時間は適切に

できた 

 

R1 ・オートコール

またはSMSと

有人による電

話勧奨を実施

し申込者が増

えた 

R2 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き予算を確保する 

R1 

R2 

 

H30 

・オートコールのみでは申込みが

少ないため、対象者に有人による

電話勧奨を行うか検討 

R1 
・オートコールに代わる、より効

果的な方法を検討（SMS へ） 

R2 
・SMS を廃止し、効果の高い人

による複数回の架電を検討する 
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２－（３） 特定保健指導 オリジナル講座の開催 （平成２１年度～） 

所 属 健康福祉部 保健センター（直営で実施） 

目 的 特定保健指導の実施率向上を図る 

対象者 特定保健指導該当者 

概要 
～令和元年度 

・特定保健指導に興味を持ってもらうように工夫した講座を実

施する 

令和２年度 感染症拡大防止のため、未実施 

  

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・必要な予算は確保できたか 
 

・講座の内容、時期は適切であったか 

D 
（実施） 

予算要求通りに決定 

H30 347,760 円 

R1 365,720 円 

R2 490,600 円 
 

（P75：図表 59 参照） 
 

C 
（評価） 

H30 ・必要な予算を確保できた 

R1 

R2 

 

H30 ・内容・時期は適切にできた 

R1 
・感染症の拡大防止のため、中

止になることがあった 

R2 
・実施途中ではあるが、集団講

座を中止し、個別対応で実施中 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き予算を確保する 

R1 

R2 

 

H30 
・実施者を増やすための集団講座

の曜日等調整をする 

R1 
・感染症の感染拡大を防止できる

ような事業展開を考える 

R2 

・感染症拡大防止のため、集団で

のオリジナル講座の開催を中止

し、個別の対応を検討する 
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図表５９ 特定保健指導の講座の内容・時期 

 

 

 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

①参加者の数（のべ） 

②講座の回数 

・特定保健指導の実施率の伸び 

【短期目標】実施率：30.0％以上 

【長期目標】実施率：60.0％以上 

D 
（実施） 

 

H30 ①99 人 ② 6 回 

R1 ①35 人 ② 2 回 

R2 未実施 
 

（P47：図表 50 参照） 

 実施率 伸び（前年比） 

H29 6.7％ ＋1.2％ 

H30 7.1％ ＋0.4％ 

R1 4.0％ －3.1％ 

R2 （未定） （未定） 
 

C 
（評価） 

H30 
・当初の予定通りに実施できた 

R1 
・感染症の感染拡大防止のため、

一部中止 

R2 
・感染症の感染拡大防止のため、

未実施 

 

H30 ・前年よりも実施率が上がったが、

短期目標を達成できなかった 

R1 ・前年よりも実施率が下がり、短

期目標を達成できなかった 

R2 （未定） 

 

A 
（改善） 

H30 ・既存のとおり、実施していく 

R1 
・感染症の感染拡大防止のため、

実施方法を検討する。 

R2 ・未実施 

 

H30 ・事業を継続させ、長期目標の

達成を目指す R1 

R2 ・委託への切り替えにより事業

を廃止する 

 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 R2 

 特定保健指導実施率（％） 9.4 7.2 7.5 5.5 6.7 7.1 4.0 未定 

参加者（のべ）（人） 79 82 118 104 99 99 35 未定 

内容 生活習慣の見直し、運動・食事について 

未実施 
時
期 

初回面接時に実施 １月～３月 
1 月～
４月 

１月 

初回面接約１か月後に 

実施 
２月～３月    

３月～
５月 

２月 

初回面接１か月後・ 

６か月後に実施 
  

２月
～９
月 

    

初回面接１か月後・３か月

後に実施 
   ２月～６月   
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２－（４） 
特定保健指導 初回面接終了キャンペーン 
 （平成２７年度～） 

所 属 健康福祉部 保健センター（直営で実施） 

目 的 特定保健指導の実施率向上を図る 

対象者 初回面接修了者 

概要 
～令和元年度 

・特定保健指導の初回面接を終了した人にスポーツクラブの一日

招待券をプレゼントする 

令和２年度 ・ストレッチ用の手ぬぐいをプレゼントする 

  

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・必要な予算は確保できたか 
 

・プレゼントの内容は適切であったか 

D 
（実施） 

予算要求通りに決定 

H30 0 円 

R1 0 円 

R2 52,272 円 
 

H30 ・スポーツクラブの一日ペア招

待券 R1 

R2 ・ストレッチ用の手ぬぐい 

 

C 
（評価） 

H30 ・民間企業のご厚意により、費用を

かけずに実施できた R1 

R2 ・必要な予算を確保できた 

 

H30 ・滞りなく実施できた 

R1 

R2 
・予定通り、家庭内で体を動か

すグッズをプレゼントできた 

 

A 
（改善） 

H30 ・既存のとおり、実施していく 

R1 

・感染症拡大防止のため、集団での

保健指導ができなくなったため、予

算を確保し、家庭内で体を動かせる

グッズをプレゼントすることを検

討する 

R2 

・実施率向上のため、初回面接修了

者ではなく、最終評価終了者にグッ

ズをプレゼントするための予算を

確保する 

 

H30 
・招待券の未利用者もいるため、

利用を促す 

R1 
・感染症拡大防止のため、プレゼ

ントの内容を検討する 

R2 
・実施率向上のため、プレゼント

の内容を検討する 
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【令和元年度作成：特定保健指導の申込案内に同封した用紙】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・配布数 

・特定保健指導の実施率の伸び 

【短期目標】実施率：30.0％以上 

【長期目標】実施率：60.0％以上  

D 
（実施）  

H29 46 件 

H30 65 件 

R1 26 件 

R2 （未定） 

 

（P47：図表 50 参照） 

 実施率 伸び（前年比） 

H29 6.7％ ＋1.2％ 

H30 7.1％ ＋0.4％ 

R1 4.0％ －3.1％ 

R2 （未定） （未定） 
 

C 
（評価） 

H30 
・実施者全員に配布できた（達成

率１００％） 

R1 

R2 （未定） 

 

H30 ・前年よりも実施率が上がったが、

短期目標を達成できなかった 

R1 ・前年よりも実施率が下がり、短

期目標を達成できなかった 

R2 （未定） 

 

A 
（改善） 

H30 ・既存のとおり実施し、 

達成率１００％を継続させる R1 

R2 （未定） 

 

H30 ・事業を継続させ、長期目標の

達成を目指す R1 

R2 ・委託への切り替えにより事業

を廃止する 
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２－（５） 特定保健指導見込み者への健診前通知 （平成３０年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課（直営で実施） 

目 的 特定保健指導の対象者の減少を図る 

対象者 
前年度特定保健指導対象者（動機付け支援、積極的支援）のうち特定保健指導未

利用の人で当該年度の特定健診対象者 

概要 

・特定健診の実施前に、前年度に特定保健指導の対象者になっていたことや個別

の健診結果を印字した通知を送付し、健診までに生活習慣の改善をするよう改善

策を記載し、特定保健指導の対象者の減少を目指す 

・特定保健指導の内容を記載し、今年度も対象になった場合は参加していただく

よう勧奨する 

  

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・関係機関との連携は十分であったか 
 

・対象者の抽出、通知内容、時期は適切で

あったか 

D 
（実施） 

H30 ・医療保険課で作成のうえ、保健

センターに確認して発送した R1 

R2 

 

 
対象者の抽出 

通知内容 
時期 

H30 

・対象者の抽出

が滞りなくで

きた 

・前年度の健診

結果や検査値

の意味、改善策

等を入れて作

成した 

平成３０年４

月２７日 

（６月中旬か

ら健診開始） 

R1 

平成３１年４

月２６日 

（６月中旬か

ら健診開始） 

R2 

令和２年８月

２１日 

（９月初旬か

ら健診開始） 

 

C 
（評価） 

H30 ・必要な調整ができた 

R1 

R2 

 

H30 ・適切な内容、時期に送付でき

た R1 

R2 
・適切な内容で作成できたが、

健診開始間際の送付となった 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き継続していく 

R1 

R2 

 

H30 ・引き続き継続していく 

R1 

R2 ・４月下旬の発送に戻す 
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【令和２年度作成：特定保健指導見込み者への健診前通知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・発送数 

・特定保健指導対象者の出現率の減少 

【短期目標】12.0％以下 

【長期目標】10.0％以下 

D 
（実施） 

H30 578 人 

R1 585 人 

R2 542 人 

 

 出現率 伸び（前年比） 

H29 13.6％ ― 

H30 15.0％ ＋1.4％ 

R1 13.6％ －1.4％ 

R2 （未定） （未定） 

 

C 
（評価） 

H30 ・対象者全件に送付できた（達成

率１００％） R1 

R2 

 

H30 ・短期目標を達成できなかった 

R1 ・短期目標を達成できなかった 

R2 （未定） 

 

A 
（改善） 

H30 ・既存のとおり実施し、 

達成率１００％を継続させる R1 

R2 

 

H30 ・事業を継続させ、長期目標の

達成を目指す R1 

R2 
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３ 糖尿病性腎症重症化予防対策 

 

【令和２年度作成：糖尿病性腎症重症化予防対策事業の通知】 

（表面）                （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－（１） 糖尿病性腎症重症化予防対策事業 （平成２９年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課（直営で実施） 

目 的 
糖尿病などの悪化を予防することで人工透析の導入を遅らせ、医療費の削減を図

る 

対象者 

平成 30 年度 

令和元年度 

①②の条件を全て満たす人 

①前年度の特定健診のクレアチニンの検査値をもとに推算した 

ｅＧＦＲ値が６０ｍｌ/分/１.７３㎡未満の人 

②前年度中に糖尿病、慢性腎臓病及び糖尿病の疑いのレセプトが

ない人 

令和２年度 

ＫＤＢの「介入支援対象者一覧」画面から出力されるＣＳＶデー

タを使用し、「糖尿病性腎症対象者の概数把握手順」に基づいて

抽出した糖尿病あり（空腹時血糖１２６ｍｇ／ｄｌ以上またはＨ

ｂＡ１ｃ６．５％以上または糖尿病治療中、過去に糖尿病薬治療

歴あり）の者のうち、糖尿病治療がない者 

概要 

・早めに医療機関を受診し治療を開始するよう記載した勧奨通知を送付する 

・勧奨通知が届いた人は、特定健診受診時に勧奨通知を持参し、必要な治療を開

始する 



第５章 個別保健事業の中間評価 

 

81 

 

 

 

 

 

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・関係機関との連携は十分であったか 
 

・対象者の抽出、通知内容、時期は適切で

あったか 

D 
（実施） 

H30 ・対象者が前年の特定健診を受け

た医療機関へ事前に文書を送付し

た 

・事業の評価の結果を蕨戸田市医

師会や関係医療機関に送付した 

・マンパワーが足りず、保健指導

の実施ができなかった 

R1 

R2 

 

 
対象者の抽出 

通知内容 
時期 

H30 

・前年の健診結

果をもとに対

象者の抽出が

滞りなくでき

た 

・前年度の健診

結果からクレ

アチニン値や

eGFR 値を記

載し、早めに医

療機関を受診

するよう促す

文面で作成し

た 

平成３０年６

月１２日 

（６月中旬か

ら健診開始） 

R1 

令和元年６月

１１日 

（６月中旬か

ら健診開始） 

R2 

・KDB より対

象者の抽出が

滞りなくでき

た 

・前年度の健診

結果から

HbA1c や

eGFR 値、尿た

んぱくを記載

し、早めに医療

機関を受診す

るよう促す文

面で作成した 

令和２年８月

２８日 

（９月初旬か

ら健診開始） 

 

C 
（評価） 

H30 ・必要な調整ができた 

R1 

R2 

 

H30 ・適切な内容、時期に送付でき

た R1 

R2 
・適切な内容で作成できたが、

健診開始間際の送付となった 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き継続していく 

・保健指導の実施を将来的にできる

ように準備していく 
R1 

R2 

 

H30 ・引き続き継続していく 

R1 
・対象者の抽出方法を県の共同事

業の方法に変更する 

R2 ・引き続き継続していく 
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【平成３０年度作成：特定健診受診勧奨通知より抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・発送数 

・治療の開始率 

【短期目標】20.0％以上 

【長期目標】30.0％以上 

D 
（実施） 

H29 223 人 

H30 
140 人 

（前年度の対象者は除いて作成） 

R1 
204 人 

（過去の対象者は除いて作成） 

R2 37 人 

 

 治療を開始

した人数 
開始率 

H29 44 人 19.7％ 

H30 37 人 26.4％ 

R1 59 人 28.9％ 

R2 （未定） （未定） 

 

C 
（評価） 

H30 ・対象者全件に送付できた（達成

率１００％） R1 

R2 

 

H30 ・短期目標を達成できた！ 

R1 ・短期目標を達成できた！ 

R2 （未定） 

 

A 
（改善） 

H30 ・既存のとおり実施し、 

達成率１００％を継続させる R1 

R2 

 

H30 ・事業を継続させ、長期目標の

達成を目指す 

 
R1 

R2 
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４ 医療費適正化対策 

 

 

 

 

 

 

 

４－（１） ジェネリック医薬品差額通知 （平成２５年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課（委託で実施） 

目 的 
ジェネリック医薬品に関する正しい知識を啓発し、利用を促すことにより、医療

費の適正化につなげる 

対象者 

蕨市国保被保険者のうち、生活習慣病に係る薬剤をジェネリック医薬品に切り替

えた場合の自己負担額の削減効果が３００円以上（令和２年１０月から１００円

以上）の人 

概要 

・レセプトデータから得られた情報により、ジェネリック医薬品を利用した場合

の差額やコールセンターの案内を掲載し、ジェネリック医薬品の利用を促す 

・埼玉県国民健康保険団体連合会に委託し、年２回（４月と１０月）送付する 

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・必要な予算は確保できたか 
 

・通知の内容、時期は適切であったか 

D 
（実施） 

予算要求通りに決定 

H30 26,730 円(660 枚分) 

R1 27,540 円(680 枚分) 

R2 31,350 円(760 枚分) 
 

 内容 時期 

H30 
・ジェネリック

医薬品を利用

した場合の差

額やコールセ

ンターの案内

を掲載 

４月 10 日 

10 月 9 日 

R1 
4 月 9 日 

10 月 4 日 

R2 
4 月 10 日 

10 月 9 日 

 

C 
（評価） 

H30 ・必要な予算を確保できた 

R1 

R2 

 

H30 ・適切な内容、時期に送付でき

た R1 

R2 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き予算を確保する 

R1 

R2 

 

H30 ・引き続き継続していく 

R1 

・効果が見込めるため、対象者を

削減効果３００円から１００円

に改める 

R2 ・引き続き継続していく 
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【令和２年度作成：ジェネリック医薬品差額通知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・発送数 

①ジェネリック医薬品の数量シェアの伸

び 

【短期目標】80.0％以上 

【長期目標】80.0％以上 

②一人当たり医療費の減少 

【短期目標】270,000 円以下 

【長期目標】260,000 円以下 

D 
（実施） 

 4 月 10 月 

H30 379 件 286 件 

R1 251 件 226 件 

R2 197 件 342 件 

（出典）医療保険課資料 

 数量シェア 
一人当たり 

医療費 

H29 73.2％ 283,233 円 

H30 78.1％ 288,707 円 

R1 76.8％ 285,101 円 

R2 （未定） （未定） 

（P36：図表 39、P20：図表 17参照） 

C 
（評価） 

H30 ・対象者全件に送付できた（達成

率１００％） R1 

R2 

 

 

 

 

 

 

 

H30 ①・前年より増加したが、短期

目標を達成できなかった 

②・前年より増加し、短期目標

を達成できなかった 

R1 ①・前年より減少し、短期目標

を達成できなかった 

②・前年より減少したが、短期

目標を達成できなかった 

R2 （未定） 

 

A 
（改善） 

H30 ・既存のとおり実施し、 

達成率１００％を継続させる R1 

R2 

 

H30 ・事業を継続させ、長期目標の

達成を目指す 

 
R1 

R2 
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４－（２） ジェネリック医薬品希望シール配布 （平成２２年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課（一部委託で実施） 

目 的 
ジェネリック医薬品に関する正しい知識を啓発し、利用を促すことにより、医療

費の適正化につなげる 

対象者 蕨市国保被保険者 

概要 

・ジェネリック医薬品希望シールを被保険者証更新時などに同封して送付した

り、国保加入時に窓口で配布したりして、ジェネリック医薬品の利用を促す 

・埼玉県国民健康保険団体連合会に委託し、シールを作成する 

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・必要な予算は確保できたか 
 

・配布方法は適切であったか 

D 
（実施） 

予算要求通りに決定 

H30 102,060 円（15,000 枚分） 

R1 74,520 円（15,000 枚分） 

R2 115,500 円（15,000 枚分） 
 

H30 ・被保険者証更新時に同封 

・国保加入時に窓口で配布 

・窓口に設置 

R1 

R2 

 

C 
（評価） 

H30 ・必要な予算を確保できた 

R1 

R2 

 

H30 ・適切にできた 

R1 

R2 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き予算を確保する 

R1 

R2 

 

H30 ・引き続き予算を確保する 

R1 

R2 

 



第５章 個別保健事業の中間評価 

 

86 

 

 

【令和２年度連合会にて作成：ジェネリック医薬品希望シール】 

 

（表面）                （裏面）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・配布数（被保険者証更新時発送分のみ） 

①ジェネリック医薬品の数量シェアの伸

び 

【短期目標】80.0％以上 

【長期目標】80.0％以上 

②一人当たり医療費の減少 

【短期目標】270,000 円以下 

【長期目標】260,000 円以下 

D 
（実施） 

H30 12,481 件 

R1 12,159 件 

R2 11,845 件 

（出典）医療保険課資料 

 数量シェア 
一人当たり 

医療費 

H29 73.2％ 283,233 円 

H30 78.1％ 288,707 円 

R1 76.8％ 285,101 円 

R2 （未定） （未定） 

（P36：図表 39、P20：図表 17参照） 

C 
（評価） 

H30 ・対象者全件に送付できた（達成

率１００％） R1 

R2 

 

H30 ①・前年より増加したが、短期

目標を達成できなかった 

②・前年より増加し、短期目標

を達成できなかった 

R1 ①・前年より減少し、短期目標

を達成できなかった 

②・前年より減少したが、短期

目標を達成できなかった 

R2 （未定） 

 

A 
（改善） 

H30 ・既存のとおり実施し、 

達成率１００％を継続させる R1 

R2 

 

H30 ・事業を継続させ、長期目標の

達成を目指す 

 
R1 

R2 
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４－（３） 重複服薬者通知 （平成２９年度～） 

所 属 市民生活部 医療保険課（直営で実施） 

目 的 適正受診を促し、医療費適正化につなげる 

対象者 
蕨市国保被保険者のうち、３つ以上の医療機関から２か月以上連続して同一名ま

たは同一効果の薬が投薬日数３０日を上回って処方されている人 

概要 
・重複投薬の危険性や投与されている薬と投薬日数などを記載し、かかりつけ医

や薬局に提示するように勧める通知を送付する 

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・関係機関との連携は十分であったか 
 

・通知の内容、時期は適切であったか 

D 
（実施） 

H30 ・KDB システムから対象者

の抽出を行った R1 

R2 

・KDB システムから対象者

の抽出を行った 

・県作成のチラシを活用した 

 

 

 

 
 

 内容 時期 

H30 

・重複投薬の危

険性や投与さ

れている薬と

投薬日数など

を記載し、かか

りつけ医や薬

局に提示する

ように勧める

文面を記載 

毎月 

R1 

R2 

 

C 
（評価） 

H30 ・必要な調整ができた 

R1 

R2 

 

H30 ・適切な内容、時期に送付できた 

R1 

R2 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き継続していく 

R1 

R2 

 

H30 ・引き続き継続していく 

R1 

R2 
・対象者の基準の緩和を検討す

る 
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〈令和２年度作成：重複服薬者通知〉    〈令和２年度同封：県作成チラシ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・発送数 

・重複服薬通知対象者の翌年の減少率 

【短期目標】30.0％以上 

【長期目標】40.0％以上 

D 
（実施） 

H29 25 通（9 人） 

H30 4２通（13 人） 

R1 33 通（9 人） 

R2 未定 

（出典）医療保険課資料 

H29 22.2% 

H30 63.6% 

R1 62.5% 

R2 （未定） 

 

C 
（評価） 

H30 ・対象者全件に送付できた（達成

率１００％） R1 

R2 

 

H30 ・長期目標を達成できた！ 

R1 ・長期目標を達成できた！ 

R2 （未定） 

 

A 
（改善） 

H30 ・既存のとおり実施し、 

達成率１００％を継続させる R1 

R2 

 

H30 ・事業を継続させ、引き続き、

長期目標の達成を目指す 

 
R1 

R2 

 

重複に投与されている

薬の名前や薬局、 

医療機関名を 

記載しています 
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18 計画策定時は「必要な予算は確保できたか」にしていましたが、年６回までは予算が不要なため、

評価時の指標を変更しました。 

４－（４） 医療費通知 

所 属 市民生活部 医療保険課（委託で実施） 

目 的 
診療に関する費用等を通知することにより、医療費への意識付けを図り、医療費

の適正化につなげる 

対象者 蕨市国保被保険者 

概要 

・受診月、医療機関名、診療科目、受診日数、医療費総額、自己負担額を世帯主

に通知する 

・埼玉県国民健康保険団体連合会にて作成し、年６回送付する 

 評価指標 

ストラクチャー プロセス 

Ｐ 
（計画） 

・関係機関との連携は十分であったか18 ・通知の内容、時期は適切であったか 

D 
（実施） 

 

H30 ・連合会と調整を行った 

R1 

R2 
 

H30 ・受診月、医療機関名、診療科

目、受診日数、医療費総額、自

己負担額が記載された通知を連

合会にて作成 

・偶数月に年６回 

R1 

R2 

 

C 
（評価） 

H30 ・必要な調整ができた 

R1 

R2 

 

H30 ・適切な内容、時期に送付でき

た R1 

R2 

 

A 
（改善） 

H30 ・引き続き継続していく 

R1 

R2 

 

H30 ・引き続き継続していく 

R1 

R2 
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【令和２年度連合会にて作成：医療費通知】 

 評価指標 

アウトプット アウトカム 

Ｐ 
（計画） 

・配布数 

一人当たり医療費の減少 

【短期目標】270,000 円以下 

【長期目標】260,000 円以下 

D 
（実施） 

H30 42,477 件 

R1 50,135 件 

R2 47,789 件 

（出典）医療保険課資料 

 
一人当たり医療費 

（P20:：図表 17参照） 

H29 283,233 円 

H30 288,707 円 

R1 285,101 円 

R2 （未定） 

 

C 
（評価） 

H30 ・対象者全件に送付できた（達成

率１００％） R1 

R2 

 

H30 ・前年より増加し、短期目標を

達成できなかった 

R1 ・前年より減少したが、短期目

標を達成できなかった 

R2 （未定） 

 

A 
（改善） 

H30 ・既存のとおり実施し、 

達成率１００％を継続させる R1 

R2 

 

H30 ・事業を継続させ、長期目標の

達成を目指す 

 
R1 

R2 

 

・中間評価での見直しを受けてデータヘルス計画全体を見ると、概ねス

トラクチャー、プロセスについては改善の必要がないため現状のまま

最終評価に向けて実施していきます。アウトプット、アウトカムでは、

一部見直しを行い、最終評価に向けて実施していきます。 
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第６章 目標・目的の達成状況 

１ 短期目標の達成状況・・・・・・・・・・・・・・・ 

４つの重点課題に対応した４つの保健事業について、事業ごとに定めた指標の短期目標に

ついて、達成状況の評価を行います。 

 

 
重点課題 

重点的に実施する 

保健事業 
目 標 指 標 

（１） 

 

特定健診 

受診率 

向上の鈍化 

特定健診受診率 

向上対策 

・自分の健康状態を把握し

生活習慣の改善や医療機

関の受診をするために、特

定健診の受診率を向上さ

せる 

特定健診 

受診率 

特定健診 

３年間未受診率 

特定健診 

３年間継続受診率 

８月までの 

特定健診受診率 

医療機関を通じた 

診療情報の提供率 

（２） 

 

特定保健 

指導 

実施率の 

低迷 

特定保健指導 
実施率向上対策 

・特定健診等でリスクが高
いと判定された人に対し
て、生活習慣病の発症を予
防するために、特定保健指
導の実施率を向上させる 

・特定保健指導の対象者を

減らす 

特定保健指導実施率 

特定保健指導出現率 

（３） 
人工透析 

患者が多い 

糖尿病性腎症 
重症化予防対策 

・糖尿病性腎症の重症化を

予防するために、未治療者

を減少させる 

治療の開始率 

（４） 

生活習慣病 

関連の 

医療費が 

高い 

医療費適正化対策 

・生活習慣病関連の医療費
を抑制し医療費の適正化
を図るため、ジェネリック
医薬品の数量シェアの増
加、重複服薬者の減少を目
指す 

ジェネリック医薬品の 

数量シェア 

重複服薬の通知を 

送付した者の 

翌年の減少率 

一人当たり医療費 

 

 

 

 

 

 

・第６章では、事業ごとに定めた指標の短期目標について達成状況の評

価を行います。最終評価に向けては、第６章での達成状況を踏まえて

第８章にて個別保健事業の見直しの内容を記載します。 
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（１）特定健診受診率向上対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 

ベース

ライン 

Ｈ28 

H29 H30 R1 R2 短期目標 
達成 
状況 

特定健診 

受診率 
41.1％ 44.4％ 46.6％ 45.6％ 未定 51.0％以上 △ 

特定健診 

３年間 

未受診率 
51.4％ ― ― 48.3％ 未定 50.0％以下 ◎ 

特定健診 

３年間継続 

受診率 
26.5％ ― ― 29.8％ 未定 28.0％以上 ◎ 

８月までの 

特定健診 

受診率 
31.7％ 34.7％ 38.1％ 41.1％ 未定 35.0％以上 ◎ 

医療機関を通

じた診療情報

の提供率 
6.0％ 4.7％ 3.2％ 4.8％ 未定 8.0％以上 × 

・「特定健診受診率」は、計画策定時より 4.5 ポイント増加し、県内順位も上

位になっていますが、短期目標の５１.０％には達しませんでした。 

・「特定健診３年間の未受診率の減少」と「特定健診３年間の継続受診率の増

加」、「８月までの特定健診の受診率」は短期目標を達成しました。平成 29

年度から実施した早期受診キャンペーンが影響していることと考えられま

す。今後も事業を継続し、長期目標の達成を目指します。 

・「医療機関を通じた診療情報の提供率」は、短期目標の 8.0％に達しません

でした。 

評価指標の見直し 

・特定健診を受けない人の中には、職場の健診を受診していたり、医療機関に通院

して血液検査等を受けていたりして、特定健診を受ける必要のない方がいます。

そうした方から、特定健診に相当する検査結果を提供いただくことで特定健診の

受診率を上げるため、市では本人や医療機関を通じた提供を積極的に呼びかけ、

特定健診以外の検査結果を特定健診結果として登録する事業を行いました。 

・中間評価では、生活習慣病で治療中の特定健診未受診者に対して検査結果の提供

を呼び掛ける通知を送付した数のうち医療機関から提供された数を「医療機関を

通じた診療情報の提供率」として指標に定めていましたが、特定健診の受診者や

未受診者本人からの結果提供が増加したため、目標を達成することができません

でした。長期目標では、「本人」「医療機関」「職場」から特定健診以外の健診結果

が提供され、その結果が特定健診の受診率に登録できた場合の貢献度を設定し、

評価していきます。 
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（２）特定保健指導実施率向上対策 

 

 

 

 

指 標 

ベース

ライン 

Ｈ28 

H29 H30 R1 R2 短期目標 
達成 
状況 

特定保健指導 

実施率 
5.5％ 6.7％ 7.1％ 4.0％ 未定 30.0％以上 × 

特定保健指導 

出現率 
13.7％ 13.6％ 15.0％ 13.6％ 未定 12.0％以下 × 

 

（３）糖尿病性腎症重症化予防対策 

 

 

指 標 H29 H30 R1 R2 短期目標 
達成 
状況 

糖尿病未治療者

の治療の開始率

（※） 

19.7％ 26.4％ 28.9％ 未定 20.0％以上 ◎ 

（※）本計画策定時には「平成２９年度の評価をもとに検討」としていた指標 

 

 

 

 

 

 

 

・「特定保健指導実施率」は、計画策定時より１.５ポイント減少し、県内最

下位となっており、短期目標の３0.0％には達していません。 

・「特定保健指導出現率」は、計画策定時と同程度となっており、目標は達成

していません。 

・糖尿病性腎症の疑いがある未治療者の「治療の開始率」は、計画策定時よ

り 9.２ポイント増加し、短期目標を達成しました。 
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（４）医療費適正化対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 

ベース

ライン 

Ｈ28 

H29 H30 R1 R2 短期目標 
達成 
状況 

ジェネリッ

ク医薬品の 

数量シェア 

70.1％19 73.2％ 78.1％ 76.8％ 未定 80.0％以上 △ 

重複服薬の

通知を送付

した者の翌

年の減少率

（※） 

- 22.2% 63.6% 62.5% 未定 30.0％以上 ◎ 

一人当たり 

医療費 

284,493

円 

283,233

円 

288,707

円 

285,101

円 
未定 

270,000 円 

以下 
× 

（※）本計画策定時には「平成２９年度の評価をもとに検討」としていた指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
19 計画では平成 29 年 12月審査分の数量シェアを現状としていましたが、中間評価では年間の

平均値を評価指標としました。 

・「ジェネリック医薬品の数量シェア」は、計画策定時より６.7 ポイント増

加していますが、短期目標の８0.0％（国指標）には達していません。 

・「重複服薬の通知を送付した者の翌年の減少率」は、令和元年度は 62.5％

と高く、短期目標を達成しました。 

・「一人当たり医療費」は計画策定時より 608 円増加し、短期目標を達成し

ていません。 

評価指標の見直し 

・中間評価では、「一人当たり医療費」を個別の保健事業の指標に定めていましたが、 

最終評価に向けて個別保健事業の指標ではなく、計画全体の目的である「医療費

適正化」の指標として設定します。また、長期目標にしていた 2６0,000 円は医

療費の高度化等に伴い達成が見込めないことから見直しを行い、最終評価は県の

伸び率との比較で評価を行います。 
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２ 目的の達成状況・・・・・・・・・・・・・・・ 

本計画の目的である「医療費の適正化」と「健康寿命の延伸」の指標について、達成状況

の評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 

ベース 

ライン 
（①～⑤Ｈ28 

⑥～⑧Ｈ27） 

H29 H30 R1 
達成 
状況 

①総医療費 54.7 億円 53.0 億円 53.4 億円 51.4 億円 ◎ 

②前年と比較した 

被保険者全体の一人

当たり医療費の 

伸び率 

市 98.5％ 99.6％ 101.9％ 
98.8％ 

(△1.2％) 
△ 

県 101.2％ 102.8％ 101.3％ 
102.3％ 

（+2.3％） 

③前年と比較した前

期高齢者の一人当た

り医療費の伸び率 

市 97.3％ 98.3％ 103.0％ 
101.0％ 

（+1.0％） 
△ 

県 99.0％ 101.0％ 99.7％ 
101.7％ 

（+1.7％） 

（参考） 

④被保険者全体の一

人当たり医療費 

市 
284,493 円 
（2 位） 

283,233 円 
（1 位） 

288,707 円 
（2 位） 

285,101 円 
（1 位） 

― 

県 324,619 円 333,646 円 337,864 円 345,597 円 ― 

（参考） 

⑤前期高齢者の一人

当たり医療費 

市 
517,386 円 
（60 位） 

508,483 円 
（56 位） 

523,660 円 
（62 位） 

528,997 円 
（59 位） 

― 

県 479,725 円 484,738 円 483,288 円 491,623 円 ― 

⑥平均寿命 

男性 83.36 歳 ― 83.86 歳 ― 〇 

女性 88.63 歳 ― 89.16 歳 ― 〇 

⑦健康寿命 

男性 81.86 歳 ― 82.40 歳 ― 〇 

女性 85.15 歳 ― 85.83 歳 ― 〇 

⑧６５歳健康寿命 

男性 
16.86 年 

（50 位） 

17.06 年 

（51 位） 

17.22 年 

（49 位） 

17.40 年 

（47 位） 
〇 

女性 
20.15 年 

（25 位） 

20.29 年 

（30 位） 

20.65 年 

（13 位） 

20.83 年 

（13 位） 
〇 

・「医療費の適正化」の指標を見ると、被保険者数の減少に伴い総医療費は減

少し、前年と比較した一人当たり医療費の伸び率を県と比較すると、被保

険者全体、前期高齢者共に低い傾向にあります。 

・「健康寿命の延伸」の指標を見ると、男女ともに延伸しています。 

・今後も個別保健事業の実施を通して「医療費の適正化」と「健康寿命の延

伸」に取り組んでいきます。 
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第７章 課題の変化と新たな健康課題 

１ 課題の変化・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中間評価の分析にて明らかになった課題の変化について、４つの保健事業ごとに整理しま

す。 

また、課題の変化を下記の記号で表します。 

・「〇」計画策定時と比べて改善しており、最終評価に向けて改善を継続させるもの 

・「●」計画策定時と比べて改善しておらず、最終評価に向けて改善を強化させるもの 

・「☆」計画策定時は出現していなかった傾向で、最終評価に向けて改善を検討するもの 

・「－」計画策定時より傾向として見られるもので、最終評価に向けて引き続き注視するもの 

 

（１）特定健診受診率向上対策 

P 図表 課題の変化 

38 40 ・特定健診の受診率は、国の目標値の 60.0％には達していない ● 

38 41 ・特定健診の受診率は、計画策定後に増加し県内上位 〇 

39 42 ・特定健診の受診率は、若年層ほど低い ● 

41 44 ・特定健診の継続受診者の割合が増加し、継続未受診者の割合が減少 〇 

42 45 
・特定健診の月別受診率を見ると、終了間際に集中している割合が計画

策定時より減少 
〇 

 

（２）特定保健指導実施率向上対策 

P 図表 課題の変化 

47 50 ・特定保健指導の実施率は、国の目標値の 60.0％には達していない ● 

47 50 ・特定保健指導の実施率は、5.5％から 4.0％と 1.5 ポイント減少 ● 

48 52 ・特定保健指導の出現率は減少しておらず、県よりも高い ● 

50 54 
・特定保健指導を終了した人の特定健診の検査値（平均）を見ると、翌

年度にすべての値で改善が見られた 
〇 

51 55 
・特定健診の問診票を見ると、特定保健指導を利用しない人の割合が増

加 
● 
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（３）糖尿病性腎症重症化予防対策 

P 図表 課題の変化 

11 7 
・要支援・要介護認定者の約６割が心臓病を発症し、糖尿病の有病率が

国や県よりも高い 
－ 

30 31 
・患者千人当たり生活習慣病患者数は高血圧症、脂質異常症、糖尿病の

順に多い 
－ 

33 36 
・疾病別医療費を見ると、「慢性腎不全」と「糖尿病」で全体の１割以上

を占めている 
－ 

34 37 ・患者千人当たりの人工透析患者数が 7.8 人から 8.8 人に増加 ● 

35 38 

・人工透析患者の多くが生活習慣病を併発しており、糖尿病の併発割合

を見ると女性は 6.9 ポイント減少しているが、男性は 8.4 ポイント増加

している 

－ 

 

（４）医療費適正化対策 

P 図表 課題の変化 

5 1 ・高齢化率は微増傾向から横ばいへ変化 ― 

6 2 
・死因別死亡割合の第１位は悪性新生物、２位は心疾患となっており、

いずれも生活習慣病が起因している 
－ 

8 3 ・標準化死亡比（SMR）の男性の腎不全の率が改善 〇 

8 3 
・標準化死亡比（SMR）を見ると、男性は「肺炎と肝疾患」、女性は「脳
血管疾患と肝疾患、腎不全」が増加し、埼玉県より比較して高い 

☆ 

9 4 ・平均寿命と健康寿命が延伸 〇 

9 5 ・65 歳健康寿命を県と比較すると、男性は短く、女性は長い － 

10 6 ・要支援・要介護認定者数は増加傾向 － 

13 10 ・国保の被保険者数は減少 － 

13 

14 

10 

11 
・被保険者に占める前期高齢者の割合が低く県内下位 － 

19 16 ・「総医療費」が減少 〇 

20 17 ・「被保険者全体の一人当たり医療費」は県内で最も低い － 

23 20 
・「前期高齢者の一人当たり医療費」は高く、埼玉県市町村国保の平均と

比較すると、高い水準で推移 
－ 

25 23 ・「前期高齢者の一人当たり生活習慣病の医療費」が高い － 

31 32 
・疾病別医療費（入院外）を見ると、「糖尿病」「腎不全」「その他の悪性
新生物」「肺がん」が特に増加 

☆ 

32 35 
・疾病別医療費（入院）を見ると、心疾患や悪性新生物の医療費は変わ
らず上位だが、「肺がん」が増加 

☆ 

33 36 ・疾病別医療費（全体）を見ると、「肺がん」が増加 ☆ 

33 36 ・疾病別医療費を見ると、「高血圧症」の割合が減少 〇 

36 39 ・ジェネリック医薬品の数量シェアが増加傾向 〇 

44 48 

・特定健診結果のうち保健指導判定値以上になった割合が増加、特に、

腹囲、BMI、中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール

が県よりも高い 

－ 

45 49 
・特定健診の問診票を見ると、貧血の既往歴がある人、喫煙者などが県

よりも高い 
－ 
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２ 新たな健康課題・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中間評価にて分析すると、計画策定時には見られなかった「肺がん」の医療費の増加が疾

病別医療費の特徴となっています。また、県と比較して喫煙者も多くなっています。これを

医療費適正化対策における新たな健康課題として位置づけ、近隣市（戸田市・川口市・さい

たま市）及び人口規模が蕨市と似ている２市（北本市・蓮田市）と比較し分析を行いました。 

（１）他自治体との比較 

①肺炎の標準化死亡比（ＳＭＲ）の比較 

 

 

 

 

 

 

 

図表６０ 肺炎の標準化死亡比（ＳＭＲ）の近隣市との比較 

 男性 女性 

蕨市 
計画策定時（H20-H24） 100.0 106.3 

中間評価時（H25-H29） 121.9 121.0 

戸田市 
計画策定時（H20-H24） 124.6 133.6 

中間評価時（H25-H29） 129.5 125.5 

川口市 
計画策定時（H20-H24） 108.5 115.2 

中間評価時（H25-H29） 108.2 107.1 

さいたま市 
計画策定時（H20-H24） 95.2 99.3 

中間評価時（H25-H29） 109.2 103.3 

北本市 
計画策定時（H20-H24） 126.6 163.1 

中間評価時（H25-H29） 127.3 167.5 

蓮田市 
計画策定時（H20-H24） 112.9 141.0 

中間評価時（H25-H29） 98.8 94.8 

埼玉県 
計画策定時（H20-H24） 107.5 116.9 

中間評価時（H25-H29） 116.5 125.4 

（出典）人口動態保健所・市区町村別統計「標準化死亡比、主要死因・性・都道府県・保健

所・市区町村別 第５表（平成２０年～２４年）」（平成２５年～２９年）」 

 

※国を「１００」として指数化しています。 

※蕨市分は P８より再掲。 

・蕨市は計画策定時より増加していますが、埼玉県も同様の傾向を見せてい

ます。 

・戸田市と同程度の値となっています。 

・川口市、さいたま市、蓮田市は蕨市より低くなっています。 

・北本市は蕨市より高くなっています。 
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②気管、気管支及び肺の悪性新生物の割合【入院外+入院（中分類別医療費）】 

 

 

 

 

図表６１ 気管、気管支及び肺の悪性新生物の割合【入院外+入院（中分類別医療費）】 

 入院外 入院 

蕨市 
計画策定時（Ｈ28） 記載なし 記載なし 

中間評価時（Ｒ１） 2.4％↑ 2.7％↑ 

戸田市 
計画策定時（Ｈ28） 1.6％ 記載なし 

中間評価時（Ｒ１） 2.5％↑ 2.3％↑ 

川口市 
計画策定時（Ｈ28） 1.7％ 2.6％ 

中間評価時（Ｒ１） 2.9％↑ 2.9％↑ 

さいたま市 
計画策定時（Ｈ28） 1.9％ 2.7％ 

中間評価時（Ｒ１） 2.7％↑ 3.3％↑ 

北本市 
計画策定時（Ｈ28） 2.2％ 記載なし 

中間評価時（Ｒ１） 3.3％↑ 3.5％↑ 

蓮田市 
計画策定時（Ｈ28） 2.2％ 2.4％ 

中間評価時（Ｒ１） 4.0％↑ 1.9％↓ 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２大、中、細小分類（各年度 累計） 

 

※中分類別医療費では、大分類医療費のうち上位４位までを対象に疾病分類上位３位までが表示

されています。 

※入院外と入院それぞれについて、全体を１００％として計算しています。 

※蕨市分は P３１、P３２より再掲。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・比較自治体を見ると、計画策定時より全ての自治体で気管、気管支及び肺

の悪性新生物の割合が増加していることが分かります。 

・蕨市の入院外と入院の割合は、戸田市と川口市と同程度の値となっていま

す。 
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③肺がんの割合【入院外＋入院（細小分類別医療費）】 

 

 

 

 

図表６２ 肺がんの割合【入院外＋入院（細小分類別医療費）】 

 肺がん 

蕨市 
計画策定時（Ｈ28） 記載なし 

中間評価時（Ｒ１） ８位： 2.5％↑ 

戸田市 
計画策定時（Ｈ28） 記載なし 

中間評価時（Ｒ１） ７位： 2.4％↑ 

川口市 
計画策定時（Ｈ28） ８位： 2.0％ 

中間評価時（Ｒ１） ５位： 2.9％↑ 

さいたま市 
計画策定時（Ｈ28） ９位： 2.1％ 

中間評価時（Ｒ１） ６位： 2.9％↑ 

北本市 
計画策定時（Ｈ28） ９位： 2.3％ 

中間評価時（Ｒ１） ５位： 3.4％↑ 

蓮田市 
計画策定時（Ｈ28） ９位： 2.3％ 

中間評価時（Ｒ１） ６位： 3.2％↑ 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（各年度 累計） 

 

※細小分類別医療費では、入院外と入院の医療費の上位１０疾患までが表示されています。 

※全体の医療費（入院外と入院）を１００％として計算しています。 

※蕨市分は P３３より再掲。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・比較自治体を見ると、計画策定時より全ての自治体で肺がんの割合が増加

していることが分かります。 

・蕨市は戸田市と川口市と同程度の値となっています。 
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④特定健診問診票の状況と特定健診受診率の相関 

 

 

 

図表６３ 特定健診問診票の状況 

 喫煙率 特定健診受診率 順位 

蕨市 
計画策定時（Ｈ28） 17.6％ 41.1％ 16 位 

中間評価時（Ｒ１） 16.3％ 45.6％ 7 位 

戸田市 
計画策定時（Ｈ28） 19.4％ 43.8％ 7 位 

中間評価時（Ｒ１） 18.1％ 43.8％ 13 位 

川口市 
計画策定時（Ｈ28） 16.1％ 33.0％ 37 位 

中間評価時（Ｒ１） 16.0％ 35.2％ 38 位 

さいたま市 
計画策定時（Ｈ28） 11.8％ 36.5％ 30 位 

中間評価時（Ｒ１） 11.6％ 38.0％ 33 位 

北本市 
計画策定時（Ｈ28） 13.1％ 41.9％ 13 位 

中間評価時（Ｒ１） 11.8％ 44.3％ 11 位 

蓮田市 
計画策定時（Ｈ28） 11.4％ 41.5％ 15 位 

中間評価時（Ｒ１） 10.7％ 44.7％ 9 位 

埼玉県 

市平均 

計画策定時（Ｈ28） 15.1％ 39.6％ ― 

中間評価時（Ｒ１） 14.8％ 41.6％ ― 

（出典）ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」（各年度累計） 

              特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

 

※順位は４０市中となっています。 

※蕨市分は P３８、P４５より再掲。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特定健診の問診票で喫煙状況を見ると、戸田市、蕨市、川口市の順に高く

なっています。 

・特定健診の受診率との相関は見られませんでした。 
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⑤年齢階層別の喫煙率 

 

 

 

図表６４ 年齢階層別の喫煙率 

 男性 女性 

40 歳～44 歳 31.3% 15.1% 

45 歳～49 歳 26.7% 13.4% 

50 歳～54 歳 34.8% 13.0% 

55 歳～59 歳 35.2% 12.6% 

60 歳～64 歳 30.5% 7.8% 

65 歳～69 歳 28.0% 8.0% 

70 歳～74 歳 20.1% 6.3% 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

FKCA１７２データ（令和元年度）を加工して作成 

（２）分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・標準化死亡比（ＳＭＲ）での肺炎の増加や、疾病別医療費での肺がんの増

加は、蕨市だけではなく、埼玉県でも増加しています。 

・特定健診の問診票を見ると、喫煙者の割合が県よりも高くなっており

（P45）、年齢階層別に見ると男性の 50 代の喫煙率が高くなっています。 

・肺がんの増加は蕨市だけの特徴ではありませんが、喫煙者が多いことは蕨

市の特徴となっていることから、最終評価に向けてさらなる医療費適正化

に取り組むため、喫煙者に対して個別通知を送付するなど禁煙支援を実施

していきます。（P11１⑤参照） 

・特定健診を受けておらず、喫煙者か分からない人もいることから、次年度

から特定健診の対象者となる３９歳の人へ送付する特定健診事前案内通知

（P10５⑧参照）の中に、禁煙外来の紹介等を掲載し、禁煙支援を広く行

います。 

 

・特定健診受診者の喫煙率を年齢階層別に見ると、女性に比べて男性の喫煙

率が高いことが分かります。 

・男性は５０代、女性は４０代の喫煙率が最も高くなっています。 
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第８章 最終評価に向けて 

１ 個別保健事業の見直し・・・・・・・・・・・・・ 

中間評価を受けて、個別保健事業を継続、新規、拡充、廃止の４つに分けて見直し、最終

評価に向けて下記の通り実施していきます。 

 

（１）特定健診受診率向上対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策 実施する保健事業 

継続 ①特定健診 広報・啓発活動 

継続 ②特定健診 受診勧奨通知 

継続 ③特定健診 電話勧奨 

継続 ④特定健診 早期受診キャンペーン 

継続 ⑤本人からの健診結果の提供 

継続 ⑥医療機関からの診療情報の提供 

新規 ⑦職場からの健診結果の提供 

新規 ⑧３９歳の人への特定健診事前案内通知 

 

約 100 人の健診データで 
受診率が１％上がります！ 

・特定健診のさらなる受診率向上を目指し、効果的な広報啓発活動、受診勧奨

通知の送付、ＳＭＳ勧奨、早期受診キャンペーン、本人や医療機関からの健

診結果の提供など、既存の事業を継続していきます。 

・⑦新規特定健診を受けていない方の中には、勤め先で健診を受けていたり、

通院中で日頃から血液検査等を実施したりしているため、特定健診の受診の

必要性を感じていない人が含まれています。このような人には、特定健診の

代わりに本人や医療機関から検査結果を市に提供するよう呼び掛けていま

すが、新規に近隣の会社に市からアプローチして、特定健診未受診者の検査

結果を提供してもらうような体制を整備し、さらなる受診率向上を目指しま

す。 

・⑧新規男性の受診率が低いこと、若年層の受診率が計画策定時と同様に全体

的に低いことから、次年度から特定健診の対象になる 39 歳の人に対し、特

定健診の内容を伝える通知を事前に送付し、特定健診のスムーズな受診につ

ながるように勧奨していきます。 
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事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

継続〈医療保険課〉 

①特定健診 広報・啓

発活動  

 
●引き続き、効果的な

広報啓発活動を実施 

●４０歳以

上の蕨市国

保被保険者 

● 関 係 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

● 周 知 の

方 法 は 適

切 で あ っ

たか 

● 周 知 方

法の数 

● 特 定 健

診 の 受 診

率の伸び 

 

継続〈医療保険課〉 

②特定健診  受診勧

奨通知 
 

●引き続き、効果的な

受診勧奨通知を送付 

●特定健診 

未受診者 

 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 
 

● 状 況 別

の分け方、

通知内容、

時 期 は 適

切 で あ っ

たか 

●発送数 ● 特 定 健

診 の 受 診

率の伸び 

継続〈医療保険課〉 

③特定健診  電話勧

奨 
 

●引き続き、ＳＭＳに

よる電話勧奨を実施 

●特定健診 

未受診者の

うち、携帯

電話の番号

が分かる人 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● 案 内 電

話の内容、

時期、時間

は 適 切 で

あったか 

● 送 信 し

た 人 の う

ち、送信で

き た 割 合

（送信率） 

● 特 定 健

診 の 受 診

率の伸び 

継続〈医療保険課〉 

④特定健診  早期受

診キャンペーン 
 
●健診機関が２か月延長さ

れることから、８月までか

ら９月までのキャンペーン

に変更し、事業を実施 

●蕨市の特

定健診を９

月までの早

期に受診し

た人で、「３

年以上継続」

もしくは「初

めて受診」し

た人 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● オ リ ジ

ナ ル グ ッ

ズの内容、 

周 知 方 法

は 適 切 で

あったか 

● 当 選 者

の数 

●３年以上

継続または

初めて受診

した人のう

ち、当該年

度の９月ま

でに受診し

た人の割合 

継続〈医療保険課〉 

⑤本人からの健診結

果の提供 
 

●引き続き、本人から

の特定健診に相当する

検査結果の提供を勧奨

する 

●特定健診

以外の健診

で受診した

健診結果を

持つ特定健

診未受診者 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● オ リ ジ

ナ ル グ ッ

ズの内容、

周 知 方 法

は 適 切 で

あったか 

● 健 診 結

果 の 提 供

数 

● 特 定 健

診 の 受 診

率 へ の 貢

献度 

継続〈医療保険課〉 

⑥医療機関からの診

療情報の提供 
 

●引き続き、医療機関

からの検査データの提

供を勧奨する 

●生活習慣

病で医療機

関に通院し

ているなど

の理由で特

定健診未受

診の人 

● 医 療 機

関 へ の 説

明 は 十 分

で あ っ た

か 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●提供数

●発送数 

● 提 供 率

● 特 定 健

診 の 受 診

率 へ の 貢

献度 
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事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

新規〈医療保険課〉 

⑦職場からの健診結

果の提供 
 

●会社経由での結果提

供を勧奨する 

●職場で健

診を受けて

いる人で特

定健診未受

診の人 

● 関 係 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

● 説 明 の

内容、時期

は 適 切 で

あったか 

●提供数 ● 特 定 健

診 の 受 診

率 へ の 貢

献度 

新規〈医療保険課〉 

⑧３９歳の人への特

定健診事前案内通知 
 

●次年度から特定健診

の対象になる 39 歳の

人に対し、特定健診の

内容を伝える通知を年

度末に送付する 

●次年度か

ら特定健診

の対象にな

る蕨市国保

被保険者 

● 関 係 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●発送数 ● ４ ０ 歳

代 の 特 定

健 診 の 受

診 率 の 伸

び 
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（２）特定保健指導実施率向上対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策 実施する保健事業 

拡充 ①特定保健指導 広報・啓発活動 

拡充 ②特定保健指導 勧奨通知 

拡充 ③特定保健指導 電話勧奨 

新規 ④特定保健指導 再勧奨通知 

廃止 ⑤特定保健指導 オリジナル講座の開催 

廃止 ⑥特定保健指導 初回面接終了キャンペーン 

新規 ⑦特定保健指導 最終評価後のインセンティブ 

継続 ⑧特定保健指導見込み者への健診前通知 

 

 

 

 

 

・①拡充３９歳の人への特定健診事前案内通知や禁煙支援の通知の中にも特

定保健指導の内容を記載し、特定保健指導を知ってもらうきっかけを作り

ます。 

・②③拡充令和３年度からは直営での実施から委託による事業の実施に切り

替え、目標達成に向け取組の充実を図っていきます。具体的には、対象者

に対して送付していた勧奨通知を、より参加しやすく分かりやすい内容に

改め、電話勧奨も今までは１回の電話で終了としていましたが、繋がらな

かった人には数回電話をかけるなど事業を拡充していきます。 

・④新規特定保健指導の申込がない人に対して、再勧奨通知を送付します。 

・⑦新規最終評価終了者には健康にまつわるグッズをプレゼントし、健康づ

くりの継続を促します。 

約 6 人が特定保健指導を 
受けることで実施率が 
１％上がります！ 

同じ参加者数でも、特定保健指導の対象者 
が減少すれば実施率が上がることから、引 
き続き⑧の事業を実施し、対象者の減少を 
目指します！ 
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事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

拡充〈保健センター〉 

①特定保健指導 広

報・啓発活動 
 

●他の保健事業の個別通

知に特定保健指導の内容

を掲載し、引き続き効果

的な広報啓発活動を実施 

●４０歳以

上の蕨市国

保被保険者 

 

● 関 係 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

● 周 知 の

方 法 や リ

ー フ レ ッ

ト 内 容 は

適 切 で あ

ったか 

● 特 定 保

健 指 導 利

用者数 

● 特 定 保

健 指 導 の

実 施 率 の

伸び 

拡充〈保健センター〉 

②特定保健指導  勧奨

通知  
 

●より参加しやすく、分

かりやすい内容に拡充し

て実施 

●特定保健

指導未実施

者 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 
 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●発送数 ● 特 定 保

健 指 導 の

実 施 率 の

伸び 

拡充〈実施：保健センター 

予算：医療保険課〉 
③特定保健指導  電話

勧奨  
 

●以前は１回の電話勧奨

で終了としていました

が、繋がらなかった人に

は数回の勧奨を実施 

●特定保健

指導未実施

者のうち、

電話番号が

分かる人 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 
 

● 案 内 電

話の内容、 

時期、時間

は 適 切 で

あったか 

● 架 電 し

た 人 の う

ち、電話が

繋 が っ た

数 

● 特 定 保

健 指 導 の

実 施 率 の

伸び 

新規〈実施：保健センター 

予算：医療保険課〉 
④特定保健指導 再勧

奨通知 

 
●特定保健指導の申込が

ない人に対して、再勧奨

通知を送付 

●特定保健

指導の申し

込みがない

人 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 
 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●発送数 ● 特 定 保

健 指 導 の

実 施 率 の

伸び 

廃止〈保健センター〉 

⑤特定保健指導 オリ

ジナル講座の開催 
 
●令和３年度から委託に

切り替えるため廃止 

－ － － － － 

廃止〈保健センター〉 

⑥特定保健指導 初回

面接終了キャンペーン  
 
●令和３年度から委託に

切り替えるため廃止 

－ － － － － 
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事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

新規〈保健センター〉 

⑦特定保健指導 最

終評価後のインセ

ンティブ 

 
●健康にまつわるグ

ッズをプレゼントし、

健康づくりの継続を

促す 

●最終評価終了者 ●必要な

予算は確

保できた

か 

 

●内容は

適切であ

ったか 

●配布数 ●特定保

健指導の

実施率の

伸び 

継続〈医療保険課〉 

⑧特定保健指導見

込み者への健診前

通知 
 

●引き続き、特定健診

が開始する３か月前

に特定保健指導の内

容を記載した通知を

送付 

●前年度特定保健指

導対象者（動機付け

支援、積極的支援）

のうち特定保健指導

未利用の人で当該年

度の特定健診対象者 

●関係機

関との連

携は十分

であった

か 

●対象者

の抽出、

通 知 内

容、時期

は適切で

あったか 

●発送数 ●特定保

健指導の

出現率の

減少 
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（３）糖尿病性腎症重症化予防対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策 実施する保健事業 

拡充 ①糖尿病性腎症重症化予防対策事業 

 

事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

拡充〈医療保険課〉 

①糖尿病性腎症重

症化予防対策事業 
●引き続き、早めに

医療機関を受診し治

療を開始するよう記

載した勧奨通知を送

付 

●令和４年度から保

健指導の実施を検討

する 

●ＫＤＢの「介

入支援対象者一

覧」画面から出

力されるＣＳＶ

データを使用

し、「糖尿病性腎

症対象者の概数

把握手順」に基

づいて抽出した

糖尿病あり（空

腹時血糖１２６

ｍｇ／ｄｌ以上

またはＨｂＡ１

ｃ６．５％以上

または糖尿病治

療中、過去に糖

尿病薬治療歴あ

り）の者のうち、

糖尿病治療がな

い者 

● 医 療 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

●保健指導

を実施でき

るよう、体

制の整備は

できたか 

● 対 象 者

の抽出、通

知内容、時

期 は 適 切

で あ っ た

か 

●発送数 ● 治 療 の

開始率 

 

 

・医療費の全体の１割以上が「慢性腎不全」と「糖尿病」であること、人工

透析患者の多くが生活習慣病を併発していること、要介護（要支援）認定

者の糖尿病の有病率が高いことから、引き続き対象者を見直しながら、未

治療者への受診を呼び掛ける勧奨通知の発送を行い、目標値の達成を目指

していきます。 

・①拡充現在は、糖尿病未治療者に対する医療機関への受診勧奨を行ってい

ますが、保健指導ができていません。糖尿病未治療者に対する保健指導は、

保険者努力支援制度（P11３）の指標にもなっていることから、体制の整

備をし、令和４年度からの実施を目指します。 
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（４）医療費適正化対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策 実施する保健事業 

継続 ①ジェネリック医薬品差額通知 

継続 ②ジェネリック医薬品希望シール配布 

拡充 ③重複服薬者通知 

継続 ④医療費通知 

新規 ⑤禁煙支援 

 

 

 

事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

継続〈医療保険課〉 

①ジェネリック医薬

品差額通知 
 

●引き続き、レセプト

データから得られた

情報により、ジェネリ

ック医薬品を利用し

た場合の差額を通知 

●蕨市国保被

保険者のうち、

生活習慣病に

係る薬剤をジ

ェネリック医

薬品に切り替

えた場合の自

己負担額につ

いて一定額以

上の削減効果

がある人 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●発送数 ● ジ ェ ネ

リ ッ ク 医

薬 品 の 数

量 シ ェ ア

の伸び 

● 一 人 当

た り 医 療

費 の 伸 び

率（県との

比較） 

・引き続き、医療費の適正化を推進するため、ジェネリック医薬品の普及啓

発や重複服薬者への通知、医療費通知を送付していきます。 

・③拡充重複服薬者通知は、対象者の重複服薬の減少率が高く効果が見込め

ることから、対象者の基準を緩和し、より多くの人に通知を送付します。 

・⑤新規中間評価にて医療費を分析すると、肺がんが増加しており、県と比

較して喫煙者が多くなっています。喫煙は、がん、糖尿病、心臓病や脳卒

中などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）など多くの病気のリス

クを高めることから、最終評価までに禁煙支援を実施し、長期的な医療費

適正化を目指します。 
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事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

継続〈医療保険課〉 

②ジェネリック医薬

品希望シール配布 
 

●引き続き、ジェネリ

ック医薬品希望シー

ルを配布し、ジェネリ

ック医薬品の利用を

促す 

●蕨市国保被

保険者 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● 配 布 方

法 は 適 切

で あ っ た

か 

●配布数 ● ジ ェ ネ

リ ッ ク 医

薬 品 の 数

量 シ ェ ア

の伸び 

● 一 人 当

た り 医 療

費 の 伸 び

率（県との

比較） 

拡充〈医療保険課〉 

③重複服薬者通知 
 

●引き続き、重複服薬

の危険性や投与され

ている薬などを記載

した通知を送付 

●３つ以上の

医療機関から

同一名または

同一効果の薬

が投薬日数３

０日を上回っ

て処方されて

いる人 

● 関 係 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●発送数 ● 重 複 服

薬 通 知 対

象 者 の 翌

年 の 減 少

率 

継続〈医療保険課〉 

④医療費通知 
 

●引き続き、診療に関

する費用等を通知す

ることにより、医療費

への意識付けを図る 

●蕨市国保被

保険者 

● 関 係 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●発送数 ● 一 人 当

た り 医 療

費 の 伸 び

率（県との

比較） 

新規〈医療保険課〉 

⑤禁煙支援 
 

●対象者へ個別に通

知を送付し、禁煙した

場合のメリットや禁

煙外来の紹介等を行

う 

●特定健診を

受診した人の

うち、問診で喫

煙していると

回答した人 

●次年度から

特定健診の対

象になる蕨市

国保被保険者 

● 関 係 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●発送数 ● 特 定 健

診 の 問 診

票 に よ る

喫 煙 者 の

減少率 
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２ 長期目標の設定・・・・・・・・・・・・・・・ 

 計画策定時に設定した目標値について、中間評価を受けて長期目標を一部見直し、下記の

とおり設定します。 

事業名 指 標 

計画 

策定時

（H28） 
（ ）は H29 

中間 

評価時

（R1） 
 

短期目標 
（３年） 

令和２年度末

までに達成 

長期目標 

（６年） 

令和５年度末

までに達成 

〈１〉特定健診受診率向上対策 

①特定健診 広報・啓発活動 

②特定健診 受診勧奨通知 

③特定健診 電話勧奨 

④特定健診 早期受診キャン

ペーン 

⑤本人からの健診結果の提

供 

⑥医療機関からの診療情報

の提供 

⑦職場からの健診結果の提

供 

⑧３９歳の人への特定健診

事前案内通知 

特定健診 

受診率 
41.1％ 45.6％ 

51.0％ 

以上 

60.0％ 
以上 

（国指標） 

特定健診３年間未

受診率 
51.4％ 48.3％ 

50.0％ 

以下 

47.0％ 

以下 

特定健診３年間継

続受診率 
26.5％ 29.8％ 

28.0％ 

以上 

30.0％ 

以上 

８月までの 

特定健診受診率 
34.5％ 41.1％ 

35.0％ 

以上 

40.0％ 

以上 

特定健診に相当す

る結果提供による

特定健診受診率へ

の貢献度 

（1.39％） 1.42％ ― 
1.5％ 

以上 

〈２〉特定保健指導実施率向上対策 

①特定保健指導 広報・啓発

活動 

②特定保健指導 勧奨通知 

③特定保健指導 電話勧奨 

④特定保健指導 再勧奨通知 

⑤特定保健指導 オリジナル

講座の開催 

⑥特定保健指導 初回面接終

了キャンペーン 

⑦特定保健指導 最終評価後

のインセンティブ 

⑧特定保健指導見込み者へ

の健診前通知 

特定保健指導 

実施率 
5.5％ 4.0％ 

30.0％ 

以上 

60.0％ 

以上 

（国指標） 

特定保健指導 

出現率 
13.7％ 13.6％ 

12.0％ 

以下 

10.0％ 

以下 

〈３〉糖尿病性腎症重症化予防対策 

①糖尿病性腎症重症化予防

対策事業 
糖尿病未治療者の 

治療の開始率 
(19.7％) 28.9％ 20.0％以上 30.0％以上 

〈４〉医療費適正化対策 

①ジェネリック医薬品差額

通知 

②ジェネリック医薬品希望

シール配布 

③重複服薬者通知 

④医療費通知 

⑤禁煙支援 

ジェネリック 

医薬品の 

数量シェア 

70.1％ 76.8％ 
80.0％ 

以上 

（国指標） 

80.0％ 

以上 

（国指標） 

重複服薬の通知を

送付した者の翌年

の減少率 

（22.2％） 62.5％ 30.0％以上 40.0％以上 
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第９章 計画の運用 

１ 最終評価・見直し・・・・・・・・・・・・・・・ 

実施する事業については、最終年度（令和５年度）に中間評価と同様に PDCA サイクル

に沿って振り返り、ストラクチャー評価（事業構成・実施体制の評価）、プロセス評価（事

業実施過程の評価）、アウトプット評価（事業実施量の評価）、アウトカム評価（成果の評

価）の４つの観点から評価指標の達成状況の確認を行い、計画の見直しを図ります。 

評価に当たっては、ＫＤＢシステムから入手できるデータ及び法定報告のデータを用い

て経年比較や埼玉県の平均値との比較などの分析を行うとともに、保険者努力支援制度の

活用状況や評価項目の傾向、医療機関との連携状況などを考慮して行います。 

 

２ 計画の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

策定したデータヘルス計画は、本市ホームページに掲載し、より多くの被保険者の皆様

に対し効果的に周知するよう努めます。 

 

３ 地域包括ケア20推進の取組・・・・・・・・・・・・・・・ 

健康課題を解決するために実施する保健事業のほか、高齢化社会に向けて被保険者が住

み慣れた地域で安心して過ごすことができるまちづくりを目指し、健診・医療・介護デー

タの分析、関係部局との情報共有を通して、国民健康保険保健事業と後期高齢者医療保健

事業と介護予防事業が一体的に実施できる地域包括ケアの構築に向けて、医療保険課・介

護保険室・保健センターが相互に連携して令和6年度までに取り組んでいきます。 

 

４ 保険者努力支援制度・・・・・・・・・・・・・・ 

保険者努力支援制度とは，予防・健康づくりや保険税の収納率向上など、保険者の取組

や成果を点数付けし、国からの交付金を配分する仕組みとして、平成 30 年度から本格実

施された制度です。 

国は、保険者努力支援制度の評価指標を毎年の実績や実施状況を見ながら進化・発展さ

せるとしており、現在は糖尿病等の重症化予防や後発医薬品に関する取組状況の配点が高

くなっています。 

令和２年度からは、評価項目のうち「特定健診受診率」と「特定保健指導実施率」につ

いて、基準に達しない場合は減点とする、いわゆるマイナスインセンティブが導入されて

います。 

                                                   

 
20 「地域包括ケア」とは、高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように，医療・介護・

介護予防・生活支援・住まい等を一体的に受けられる支援体制のことです。 
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本市の「特定健診受診率」は高い受診率で加点されていますが、「特定保健指導実施率」

は減点対象となる見込みであることから，特定保健指導実施率の向上が課題です。 

 

 図表６５ 保険者努力支援制度（市町村分） 

 

評価項目 

H３０年度  R2 年度 

加点 

全体に 

対する 

割合 

獲得点 加点 

全体に 

対する

割合 

獲得点 

共通① 

特定健康診査受診率 50 点 5.9％ 20 点 70 点 7.0％ 55 点 

特定保健指導実施率 50 点 5.9％ 0 点 70 点 7.0％ ▲25 点 

メタボリックシンドローム

該当者及び予備群の減少率 
50 点 5.9％ 20 点 50 点 5.0％ 15 点 

共通② 
がん検診受診率 30 点 3.5％ 15 点 40 点 4.0％ 0 点 

歯科健診受診率 25 点 2.9％ 25 点 30 点 3.0％ 25 点 

共通③ 
重症化予防の取組の実施状

況 
100 点 11.8％ 50 点 120 点 12.0％ 30 点 

共通④ 

個人へのインセンティブの

提供 
70 点 8.2％ 0 点 90 点 9.0％ 75 点 

個人への分かりやすい情報

提供 
25 点 2.9％ 25 点 20 点 2.0％ 20 点 

共通⑤ 
重複・多剤投与者に対する取

組 
35 点 4.1％ 35 点 50 点 5.0％ 50 点 

共通⑥ 
後発医薬品の促進の取組 35 点 4.1％ 35 点 10 点 1.0％ 10 点 

後発医薬品の使用割合 40 点 4.7％ 15 点 120 点 12.0％ 0 点 

固有① 保険料（税）収納率 100 点 11.8％ 0 点 100 点 10.0％ 20 点 

固有② 
データヘルス計画の実施状

況 
40 点 4.7％ 28 点 40 点 4.0％ 40 点 

固有③ 
医療費通知の取組の実施状

況 
25 点 2.9％ 25 点 25 点 2.5％ 25 点 

固有④ 
地域包括ケア推進・一体的実

施の取組 
25 点 2.9％ 4 点 25 点 2.5％ 20 点 

固有⑤ 第三者求償の取組状況 40 点 4.7％ 20 点 40 点 4.0％ 27 点 

固有⑥ 
適正かつ健全な事業運営の

実施状況 
50 点 5.9％ 19 点 95 点 9.5％ 36 点 

全体 
体制構築加点 60 点 7.0％ 60 点 － － － 

体制構築加点含む 850 点 100％ 396 点 995 点 100％ 423 点 

（出典）厚生労働省保険局国民健康保険課の資料をもとに蕨市医療保険課にて作成 

 

図表６６ 蕨市の獲得点及び交付額 

 

 H30 R1 R2 

獲得点 396 点/850 点 571 点/920 点 423 点/995 点 

得点率 46.6％ 62.1％ 42.5％ 

交付額 27,377,000 円 36,199,000 円 27,844,000 円 

被保険者１人

当たり交付額 
1,366 円 1,842 円 1,464 円 

県内順位 58/63 位 12 位/63 位 52/63 位 

（出典）厚生労働省保険局国民健康保険課の資料をもとに蕨市医療保険課にて作成 
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５ 個人情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・ 

本計画実施にあたる個人情報の取り扱いは、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５

年法律第５７号）、「蕨市個人情報保護条例」（平成１９年蕨市条例第３４号）及び「蕨市個

人情報保護条例施行規則」（平成２０年蕨市規則第２号）を遵守するとともに、「国民健康

保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成２９年５月３０日 

厚生労働省）の規定に従って、適正に管理するものとします。 

また、外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を契約書に定

めるとともに、委託先の契約状況を管理していきます。 
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